
資

料

一
九

一
八

大
正
七

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表

（
７
）

ｌ
ｏ
８
内
務
省
、
大
阪
府
下
籐
商
方
に
お
い
て
籐
細
工
職
に
従
事
す
る
目
的
を
も
っ
て
居
住
並
労
働
従
事
許
可
を
出
願
し
た

中
国
人
三
名
に
対
し
、
明
治
三
二
年
省
令
第
二
条
の

「製
造
」
労
働
に
該
当
す
る
故
を
も
っ
て
、
不
許
可
の
決
定
を

下
す

翁
内
務
省
秘
三
七

・
大
阪
府
知
事
宛
丙
務
大
臣
指
令
）。　
会
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

１
・
Ｚ
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
令

一
）。

「第

一
条
　
本
邦

二
渡
来
ス
ル
外
国
人
ニ
シ
テ
左
記
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ト
認
ム
ル
者
ハ
地
方
長
官

（東
京
府
二
於
テ

ハ
警
視
総
監
以
下
之
二
倣
フ
）
二
於
テ
其
ノ
上
陸
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
、
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者

二
、
帝
国
ノ
利
益

二
背
反
ス
ル
行
動
ヲ
為
シ
又
ハ
敵
国
ノ
利
便
ヲ
図
ル
虞
ア
ル
者

三
、
公
安
フ
害
シ
又
ハ
風
俗
ヲ
素
ル
虞
ア
ル
者

（以
下
各
号
略
）

前
項
第

一
号
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
国
官
憲
ノ
発
給

ニ

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

橋 村

本 上

誠 義

一 和

ｌ
ｏ
７
南
阿
連
邦

二
赴
カ
ン
ト
ス
ル
者

ハ
英
国
官

憲
ノ
発
給
シ
又

ハ
査
証
シ
タ
ル
旅
券
携
帯

ヲ
要
ス
ル
旨
在
本
邦
英
国
大
使
ヨ
リ
通
牒

（外
務
省
生
日
不
一
）。

ｌ
ｏ
９
諾
威
国
二
入
国
ス
ル
者

ハ
成
年
者
ノ
同
伴

ス
ル
十
二
歳
未
満
ノ
小
児
ヲ
除
ク
ノ
外
旅

券
携
帯
フ
要
ス
ル
旨
在
瑞
典
内
田
公
使
ヨ

リ
報
告

（外
務
省
告
示
二
）。

一一〓

関

連

事

項



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

係
り
在
外
帝
国
大
公
使
又
ハ
在
外
帝
国
領
事
官
ノ
査
証
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

第
二
条

帝
国
臣
民
ノ
入
国
二
関
シ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ノ
提
示
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
国
ノ
臣
民
又

ハ
人
民

二
付

テ
ハ
特
二
前
条
第

一
項
第

一
号
ノ
規
定
フ
其
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
二
当
該
国
官
憲
ノ
査
証
ヲ
必
要
ト

セ
サ
ル
国
ノ
臣
民
又
ハ
人
民
二
付
テ
ハ
同
条
第
二
項
中
査
証
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
適
用
セ
サ
ル
コ
ト
フ
得

第
二
条
　
本
邦
二
渡
来
ス
ル
外
国
人
ハ
当
該
警
察
官
吏
ノ
請
求
二
応
シ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
提
示
シ
及
第

一

条
第

一
項
各
号
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
項
ノ
調
査
二
関
ス
ル
推
問
二
対
シ
真
実
ナ
ル
陳
述
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」

１
。
２５
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
省
令
取
扱
方

（内
務
省
秘
二
〇
五

。
関
係
庁
府
県
長
官
宛
内
務
次
官
通
牒
）。　
合
外
事
警
察

関
係
例
規
集
し

コ
一、
制
規
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者
若
ハ
他
人
ノ
名
義
ヲ
記
載
セ
ル
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
使

用
ス
ル
者
ハ
其
ノ
上
陸
ヲ
禁
止
ス
ヘ
シ
但
シ
其
ノ
所
持
セ
サ
ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
事
情
酌
量
ス
ヘ
キ
事
情
ア
リ
且

之
ヲ
上
陸
セ
シ
ム
ル
モ
支
障
ナ
シ
ト
認
ム
ル
者
ハ
特
二
指
揮
ヲ
受
ケ
上
陸
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
フ
得

五
、
支
那
人
二
就
テ
ハ
省
令
第
二
条
二
依
り
特
二
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ノ
所
持
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
携

帯
セ
サ
ル
モ
上
陸
セ
シ
メ
妨
ヶ
ナ
シ
ト
雖
省
令
第

一
条
第

一
項
各
号
該
当
者
二
就
テ
ハ
一
般
外
国
人
ノ
例

二
依

り
取
扱
フ
ヘ
シ
」

２

●
４

［朝
鮮
］
労
働
者
募
集
取
締
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令
六
）．

「第

一
条
　
一朝
鮮
外
二
於
ケ
ル
事
業
二
従
事
ス
ル
労
働
者
ヲ
募
集
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
左
ノ
各
号
二
掲
ケ
タ
ル
事
項
ヲ
記

載
シ
タ
ル
願
書
二
雇
入
契
約
書
案
ヲ
添
付
シ
募
集
地
警
務
部
長
二
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

（略
）

第
四
条
　
募
集
者
ハ
左
ノ
各
号
フ
遵
守
ス
ヘ
シ

一　
事
実
ヲ
隠
蔽
シ
又
ハ
誇
大
若
ハ
虚
偽
ノ
言
動
ヲ
用
イ
テ
募
集
フ
為
サ
サ
ル
コ
ト

一
一　
十
四
年
未
満
ノ
者
ヲ
募
集
セ
サ
ル
コ
ト

〓
一　
父
母
又
ハ
之
二
代
ハ
ル
ヘ
キ
監
督
者
ノ
承
諾
書
ヲ
有
セ
サ
ル
二
十
歳
未
満
ノ
者
及
夫
ノ
承
諾
書
ヲ
有

一一天

２
ｏ
ｌ
外
務
省
留
学
生
規
程
菫
止
（外
務
省
令
二
）。



セ
サ
ル
婦
女
フ
募
集
セ
サ
ル
コ
ト

（第
二
項
略
）

第
五
条
　
募
集
者

ハ
応
募
者
ノ
本
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
ヲ
記
シ
タ
ル
応
募
者
名
簿
ヲ
作
り
募
集
地
出
発
前

警
察
署
長

（警
察
署
ノ
事
務
ヲ
取
扱
フ
憲
兵
分
隊
、
憲
兵
分
遣
所
ノ
長
ヲ
含
ム
以
下
同
シ
）
二
届
出
ツ
ヘ
シ

前
項
ノ
場
合
二
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
警
察
署
長
ハ
応
募
者
ノ
民
籍
謄
本
若

ハ
抄
本
又

ハ
前
条

第
三
号
ノ
承
諾
書
ノ
提
示
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
フ
得

第
十
四
条
　
本
令
ハ
移
民
保
護
法
二
依
ル
移
民
取
扱
人
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」

２

ｏ
４

［朝
鮮
］
墓
地
、
火
葬
場
、
埋
葬
及
火
葬
取
締
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
八
）。

「第
二
条
　
墓
地
ハ
府
、
面
、
洞
其
ノ
他
地
方
公
共
団
体
又
ハ
之
二
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
新
設
ス
ル
コ
ト
フ
得

ス
但
シ
一
族
又
ハ
合
族
ノ
墳
墓
ヲ
集
葬
ス
ル
為
現
二
存
ス
ル
墳
墓
ノ
境
域

二
依
り
若

ハ
之

二
接
続
シ
テ
墓

地
ヲ
設
ケ
ム
ト
ス
ル
場
合
又
ハ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」

２

ｏ
８

［樺
太
］
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
件

（樺
太
庁
令
二
）。

「第

一
条
　
樺
太
二
渡
来
ス
ル
外
国
人
ニ
シ
テ
左
記
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ト
認
ム
ル
者
ハ
其
ノ
上
陸
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ヘ
シ

一　
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者

（以
下
各
号
略
）

前
項
第

一
号
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
国
官
憲
ノ
発
給

ニ

係
り
在
外
帝
国
大
公
使
又
ハ
在
外
帝
国
領
事
官
ノ
査
証
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
」

２

ｏ
ｌ２
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
件

（警
保
局
外
丘
三
二
・
各
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）
。
合
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

「旅
券
並
国
籍
証
明
書
等
ノ
査
閲
ハ
其
ノ
上
陸
ス
ル
者
二
対
シ
テ
最
モ
厳
密
二
之
ヲ
執
行
シ
其
ノ
単
二
通
過
ス
ル
者
ニ

対
シ
テ
ハ
之
ヲ
簡
略
シ
差
支
ナ
シ
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

一一死



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

２
ｏ
ｌ３

［朝
鮮
］
外
国
人
渡
来
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令

一
四
）。

「第

一
条
　
朝
鮮
二
渡
来
ス
ル
外
国
人
ニ
シ
テ
左
記
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ト
認
ム
ル
者
ハ
警
務
部
長
二
於
テ
上
陸
又
ハ

入
境
ヲ
禁
止

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一　
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者

（以
下
各
号
略
）

前
項
第

一
号
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
国
官
憲
ノ
発
給

ニ

係
り
在
外
帝
国
大
公
使
又
ハ
在
外
帝
国
領
事
官
ノ
査
証
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
」

２

●
１３
内
務
省
、
大
阪
府
下
整
毛
工
場
に
居
住
し
同
所
で
刷
子
原
料

（羊
毛
類
）
の
選
分

ｏ
晒

・
箱
詰
等
に
従
事
す
る
目
的

を
も
っ
て
居
住
並
労
働
従
事
許
可
を
出
願
し
た
中
国
人

一
四
名
に
対
し
、
不
許
可
の
決
定
を
下
す

（内
務
省
改
警

一

八

ｏ
大
阪
府
知
事
宛
丙
務
大
臣
指
令
）。　
会
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

２
ｏ
ｌ９

［台
湾
］
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
件

（台
湾
総
督
府
令
七
）。

「第

一
条

本
島
二
渡
来
ス
ル
外
国
人
ニ
シ
テ
左
記
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ト
認
ム
ル
者
ハ
庁
長
二
於
テ
其
ノ
上
陸
ヲ
禁

止
ス
ル
コ
ト
フ
得

一　
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
フ
所
持
セ
サ
ル
者

（以
下
各
号
略
）

前
項
第

一
号
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
国
官
憲
ノ
発
給

二
係

り
在
外
帝
国
大
公
使
又
ハ
在
外
帝
国
領
事
官
ノ
査
証
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
」

２
ｏ
２６

［朝
鮮
］
京
城
工
業
専
門
学
校
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
七
）。

２
ｏ
％

［朝
鮮
］
書
堂
規
則

爺
醒
然
暮
爵
令

一
八
）。

「第

一
条
　
書
堂
ヲ
開
設
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
各
号
ノ
事
項
ヲ
具
シ
府
ヂ
、
郡
守
又
ハ
島
司
二
届
出
ツ
ヘ
シ
（略
）

第
五
条

左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
道
長
官
ハ
書
堂
ノ
閉
鎖
又
ハ
教
師
ノ
変
更
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ

一一き

２
◆
２．
瑞
典
二
入
国
ス
ル
本
邦
人
ノ
携
帯

ス
ル
旅

券
査
証
二
関
ス
ル
件

（外
務
省
告
示
三
）。

コ
聯
典
二
入
国
ス
ル
本
邦
人
ノ
携
帯
ス
ル
旅
券

査
証
二
関
シ
テ
ハ
今
後
旅
券
発
給
地
ノ
瑞

典
公
使
又

ハ
領
事
ノ
査
証
ヲ
要
シ
又
丁
抹

国
二
入
国
ス
ル
本
邦
人

ハ
同
国
官
憲
ノ
査

証
セ
ル
旅
券
フ
携
帯
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
コ
ト



二 一 得

法
令
ノ
規
定
二
違
反
シ
タ
ル
ト
キ

公
安
ヲ
害
シ
又
ハ
教
育
上
有
害
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
」

２
◆
２６

［朝
鮮
］
書
堂
規
則
発
布
ノ
趣
旨
並
二
注
意
事
項

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
九
）。

「書
堂
ハ
其
ノ
由
来
学
校
卜
同
シ
カ
ラ
ス
彼
ノ
多
数
ノ
学
童
ヲ
収
容
シ
テ
学
年
、
学
期
二
依
リ
テ
学
班
ヲ
組
織
シ
各
種

ノ
事
項
ヲ
教
授
ス
ル
カ
如
キ
ハ
書
堂
ノ
事
業
卜
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス
之
フ
以
テ
書
堂
ノ
学
童
数

ハ
多
ク
モ
三
十

人
ヲ
超
エ
サ
ル
範
囲
二
於
テ
之
ヲ
定
メ
シ
ム
ヘ
ク

（略
）
又
書
堂
ノ
教
授
ハ
従
来
概
シ
テ
唯
漢
文
ノ
素
読

二
止
レ
リ

ト
雖
土
地
ノ
状
況
並
書
堂
ノ
実
情
二
依
り
漸
次
勧
奨
シ
ニ
国
蟹
及
算
術
ヲ
教
授
セ
シ
ム
ル
フ
要
ス

（略
）
書
堂
教
師

中
往
往
ニ
シ
テ
偏
見
固
籠
時
勢
ヲ
解
セ
サ
ル
者
ア
リ
是
等
二
付
テ
ハ
平
素
其
ノ
思
想
ノ
啓
発
二
努
ム
ル
ト
共

二
其
ノ

言
動
二
注
意
シ
相
当
取
締
ヲ
怠
ラ
サ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
要
ス
」

２
ｏ
２６
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
省
令
取
扱
方

（内
務
省
秘
四
九
〇

ｏ
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
堡
層
母
理
牒
）。
合
外
事
警
察
関

係
例
聾
辱

３
●
４
旅
券
等
二
添
付
ノ
写
真
省
略
ノ
件

（内
務
省
秘
五
二
九

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）。
令
外
事
警
察
関
係

例
規
集
し

「省
令
二
依
り
渡
来
外
国
人
ノ
携
有
ス
ル
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ニ
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ
露

国
人
中
∪
●
ｏす
ｏ
ぴ
ｏ
『
二
属
ス
ル
人
種
ハ
宗
教
上
写
真
ヲ
撮
影
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
是
等
ノ
者
二
対
シ
テ
ハ
写
真
ヲ
代
フ
ル

ニ
人
相
書
ヲ
添
加
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
相
成
候
」

３
ｏ
２２
外
国
人
入
国
取
締
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
閣
警
七

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
達
）
合
外
事
警
察
関
係
例
規

集
し

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

卜
為

レ
リ
」

３

●
１
カ
ナ
ダ

・
コ
ロ
ン
ピ

ア
州
議
会

に
東
洋
人

労
働
者
排
斥
法
案
が
提
出
さ
れ
る

（
企
婆
じ
。

今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
七
年

一
冊
〉

３

ｏ
８
日
本
政
府
、
日
中
共
同
防
衛

に
関
す

る
協
定

締
結

の
方
針
を
閣
議
決
定
。
会
日
本
外
交
文

書
』
大
正
七
年

二
冊
上
巻
〉

３

ｏ
９
外
務
省
留
学
生
規
程
改
正

（外
務
省
令
四
）
。



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

関

東
州
内
在
住
外
国
人
ニ
シ
テ
内
地

二
渡
来
ス
ル
モ
ノ
ハ
同
地
二
帝
国
大
公
使
又
ハ
領
事
官
ノ
駐
在
ナ
キ
為
メ
其
ノ

旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
二
対
ス
ル
査
証
二
代
フ
ル
ニ
同
都
督
府
民
政
署
長

（官
制
ノ
改
正
二
依
り
関
東
庁
警
務
署
長
）

二
於
テ
関
東
州
在
住
証
明
書
ヲ
付
与
ス
ル
コ
ト
ヽ
為
シ
度
旨
拓
殖
局
ヨ
リ
照
会
ア
リ
タ
ル
ニ
対
シ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事

情
ト
シ
テ
承
認
相
成
候
」

３
ｏ
２３
所
得
税
法
改
正

（法
律
五
）。

３
●
２３
戦
百
覇
着
雲
フ
法

（法
極
易
¨ヽ

「第

一
条

帝
国
内
本
法
施
行
地

二
住
所
又
ハ
一
年
以
上
居
所
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
本
法
二
依
り
戦
時
利
得
税
ヲ
納
ム
ル
義

務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条

前
条
二
該
当
セ
サ
ル
者
本
法
施
行
地
二
資
産
又
ハ
営
業
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
利
得

二
付
テ
ノ
ミ
戦
時
利

得
税
ヲ
納
ム
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」

３
ｏ
２５
軍
用
自
動
車
補
助
法

（法
律

一
五
）。

「第

一
条

政
府
ハ
予
算
ノ
範
囲
内
二
於
テ
陸
軍
ノ
軍
用
二
適
ス
ヘ
キ
自
動
車
ノ
製
造
者
又
ハ
所
有
者

二
対
シ
補
助
金

ヲ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（略
）

第
二
条

補
助
金
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
製
造
者
又
ハ
所
有
者
ハ
帝
国
臣
民
又
ハ
帝
国
臣
民
ノ
ミ
ヲ
社
員
若

ハ
株

主
ト
シ
テ
帝
国
法
令
二
依
り
設
立
シ
タ
ル
法
人
ニ
シ
テ
帝
国
内
二
於
テ
自
動
車
製
造
所
又
ハ
自
動
車
ヲ
有
ス

ル
モ
‘

一限
ル

第
＋
条
・
保
護
自
動
車
ハ
之
ヲ
輸
出
シ
又
ハ
外
国
人
二
対
シ
譲
渡
シ
、
貸
付
シ
若
ハ
担
保
二
供
ス
ル
コ
ト
フ
得
ス
」

３
●
２６
関
東
州
裁
判
事
務
取
扱
令
施
行
細
則
改
正

（関
東
都
督
府
令
九
）。

「第
二
条
ノ
ニ
　
外
国
人
ノ
遺
産
ノ
保
存
処
分
二
関
ス
ル
手
続
ハ
明
治
三
十
二
年
七
月
司
法
省
令
第
四
十
号
外
国
人
ノ

一一三



遺
産
ノ
保
存
処
分
二
関
ス
ル
手
続
二
依
ル
」

４
ｏ
ｌ
旧
韓
国
貨
幣
ノ
処
分
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
一
〓
し
。

「朝
鮮
二
於
テ
旧
韓
国
貨
幣
条
例
二
依
り
発
行
シ
又
ハ
通
用
ヲ
認
メ
タ
ル
貨
幣
ハ
大
正
九
年
十
二
月
二
十

一
日
迄
従
前

ノ
通
通
用
ス

前
項
ノ
貨
幣
ハ
通
用
期
間
経
過
後
五
年
間
ハ
政
府
二
於
テ
通
貨
フ
以
テ
之
ヲ
引
換
フ

葉
銭
ハ
当
分
ノ
内
朝
鮮
二
於
テ
従
前
ノ
通
通
用
ス
」

４
ｏ
ｌ
台
湾
銀
行
法
改
正

（法
律
二
七
）。

４
●
１
朝
鮮
銀
行
法
改
正

（法
律
二
八
）。

４
ｏ
ｌ
旅
順
師
範
学
堂
官
制

（勅
令
五

こ
。

「第

一
条
　
一旅
順
師
範
学
堂
ハ
支
那
人
ノ
児
童
二
普
通
教
育
ヲ
授
ク
ル
教
員
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス
」

４
ｏ
ｌ
貨
幣
法
フ
朝
鮮
二
施
行
ス
ル
ノ
件

（勅
令
六
〇
）。

４
ｏ
２
朝
鮮
人
官
吏
ノ
恩
給
、
退
隠
料
及
遺
族
扶
助
料
等
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
三
〇
）。

「第

一
条

朝
鮮
人
ノ
旧
韓
国
政
府
、
統
監
府
又
ハ
其
ノ
所
属
官
署
二
在
官
又
ハ
在
職
シ
タ
ル
月
数
及
明
治
四
十
三
年

勅
令
第
二
百
十
九
号

［朝
鮮
総
督
府
設
置
二
関
ス
ル
件
］
第
五
項
ノ
規
定
二
依
り
官
吏
ノ
待
遇
ヲ
受
ケ
タ
ル

在
職
月
数
ハ
本
法
ノ
定
ム
ル
所
二
依
り
官
吏
恩
給
法
、
官
吏
遺
族
扶
助
法
、
明
治
四
十
五
年
法
律
第
十

一
号

［朝
鮮
二
於
ケ
ル
学
校
職
員
ニ
シ
テ
国
庫
ヨ
リ
俸
給
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
サ
ル
文
官
判
任
以
上
ノ
者
ノ
退
隠
料
及
遺

族
扶
助
料
二
関
ス
ル
件
］
ノ
在
官
年
数
又
ハ
巡
査
看
守
退
隠
料
及
遺
族
扶
助
料
法
ノ
勤
続
年
数
二
通
算
ス
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

一一三



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

４
ｏ
２
朝
鮮
人
官
吏
ノ
文
官
退
官
賜
金

二
関
ス
ル
件

（勲
，

一全
し
。

「朝
鮮
人
ニ
シ
テ
旧
韓
国
政
府
、
統
監
府
又
ハ
其
ノ
所
属
官
署
ノ
文
官
判
任
以
上
ノ
者
ノ
明
治
三
十
九
年
二
月

一
日
ヨ

リ
明
治
四
十
三
年
八
月
二
十
八
日
二
至
ル
期
間
内
二
於
ケ
ル
在
官
日
数
及
朝
鮮
人
ニ
シ
テ
明
治
四
十
三
年
勅
令
第
二

百
十
九
号
第
五
項
ノ
規
定
二
依
り
官
吏
ノ
待
遇
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
其
ノ
待
遇
ヲ
受
ケ
タ
ル
在
職
日
数

ハ
引
続
キ
判
任

以
上
ノ
文
官
二
任
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
動
続
回
数
二
限
り
之
ヲ
明
治
二
十
三
年
勅
令
第
九
十
八
号
ノ
在
官
年
数

二
通
算

ス
」

４
ｏ
４
狩
猟
法
改
正

（法
律
三
二
）。

４
ｏ
４

［関
東
州
］
外
国
人
取
締
規
則

（関
東
都
督
府
令

一
五
）。

「第

一
条

外
国
人
ニ
シ
テ
左
記
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ト
認
ム
ル
者
ハ
所
轄
民
政
署
長
、
同
支
署
長
又
ハ
警
務
署
長

ニ

於
テ
其
ノ
関
東
州
又
ハ
南
満
州
鉄
道
付
属
地
内
二
立
入
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
シ
又
ハ
当
該
地
域
外

二
退
去
ヲ
命
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

一　
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者

（以
下
各
号
略
）

前
項
第

一
号
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
国
官
憲
ノ
発
給

二
係

り
在
外
帝
国
大
公
使
又
ハ
在
外
帝
国
領
事
官
ノ
査
証
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
」

４
ｏ
ｌｌ
台
湾
公
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令

一
七
）。

４
●
ｎ

［台
湾
］
臨
時
戸
口
調
査
規
則
を
廃
止

（台
湾
総
督
府
令

一
八
）。

４
●
Ｈ
台
湾
総
督
府
医
学
校
医
学
専
門
部
規
則

（台
湾
総
督
府
令

一
九
）。

一一昌



「第
八
条

医
学
専
門
部
二
入
学
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
品
行
方
正
年
齢
満
十
七
年
以
上
ニ
シ
テ
左
記
各
号
ノ

一
二
該
当
ス

ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
要
ス

一　
台
湾
総
督
府
中
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

一
一　
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
中
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

〓
一　
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
二
合
格
シ
タ
々
煮
』

４

ｏ
ｌ３
旅
順
師
範
学
堂
規
則

（関
東
都
督
府
令
二
〇
）。

「第
十

一
条
　
入
学
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
者
ハ
年
齢
十
六
年
以
上
二
十
五
年
以
下
ニ
シ
テ
関
東
州
公
学
堂
高
等
科
卒
業
者

又
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
シ
品
行
方
正
身
体
健
全
ノ
者
タ
ル
ヘ
シ
」

４
ｏ
ｌ７
共
通
法

（法
律
二
九
）。

「第

一
条
　
本
法
二
於
テ
地
域
卜
称
ス
ル
ハ
内
地
、
朝
鮮
、
台
湾
又
ハ
関
東
州
ヲ
謂
フ

前
項
ノ
内
地
ニ
ハ
樺
太
ヲ
包
含
ス

第
二
条
　
民
事
二
関
シ
一
ノ
地
域
二
於
テ
他
ノ
地
域
ノ
法
令
二
依
ル
コ
ト
フ
定
メ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
各
地
域

二
於

テ
其
ノ
地
ノ
法
令
ヲ
適
用
ス
ニ
以
上
ノ
地
域
二
於
テ
同

一
ノ
他
ノ
地
域
ノ
法
令
二
依
ル
コ
ト
フ
定
メ
タ
ル
場

合
二
於
テ
其
ノ
相
互
ノ
間
亦
同
シ

民
事
二
関
シ
テ
ハ
前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
法
例
ヲ
準
用
ス
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
各
当
事
者
ノ
属
ス
ル
地
域

ノ
法
令
ヲ
以
テ
其
ノ
本
国
法
ト
ス

第
二
条
　
一
ノ
地
域
ノ
法
令
二
依
り
其
ノ
地
域
ノ
家
二
入
ル
者
ハ
他
ノ
地
域
ノ
家
ヲ
去
ル

一
ノ
地
域
ノ
法
令
二
依
り
家
ヲ
去
ル
コ
ト
フ
得
サ
ル
者
ハ
他
ノ
地
域
ノ
家
二
入
ル
コ
ト
フ
得
ス

陸
海
軍
ノ
兵
籍
二
在
ラ
サ
ル
者
及
兵
役
二
服
ス
ル
義
務
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
他
ノ
地
域
ノ
家

ニ

入
ル
コ
ト
フ
得
ス
但
シ
徴
兵
終
決
処
分
ヲ
経
テ
第
二
国
民
兵
役
二
在
ル
者
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
十
三
条
　
一
ノ
地
域
二
於
テ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
他
ノ
地
域
二
於
テ
之
ヲ
処
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

４

●
１６
瑞
西
連
邦
政
府

ハ
国
境

警

察

及
外

国
人

取

締

二
関

ス
ル
制
令
発
布

二
付
其
要
点

（外
務

省
告
示
四
）
．

コ

、
外
国
人
力
瑞
西
国

二
入
国

ス
ル
為

二
要

ス
ル
粂
存

次
′
如

シ

（
イ
）旅
券
又

ハ
之

二
相
当

ス
ル
身
分

証
明
書

ヲ
携
帯

ス
ル

コ
ト

旅
券
又

ハ
之

二
相
当

ス
ル
身

分

証
明

書

ニ
ハ
到
来

者

最
終

居
住
地

ノ
瑞
西

国
公
使

又

ハ
領

事

ノ
査

証

ヲ
受

ク

ル

コ
ト
ヲ
要

ス

（
口
）到
来
者
最
終
居
住
地

ノ
当
該
官
憲

ヨ
リ

最
近
三
箇
月

以
内

二
交
付

セ

ラ
レ
タ

一三
五



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

第
十
四
条

刑
事
二
関
シ
一
ノ
地
域
二
於
テ
他
ノ
地
域
ノ
法
令
二
依
ル
コ
ト
フ
定
メ
タ
ル
場
合

二
於
テ
ハ
各
地
域

ニ

於
テ
其
ノ
地
ノ
法
令
ヲ
適
用
ス
ニ
以
上
ノ
地
域
二
於
テ
同

一
ノ
他
ノ
地
域
ノ
法
令
二
依
ル
コ
ト
フ
定
メ
タ
ル

場
合
二
於
テ
其
ノ
相
互
ノ
間
亦
同
シ

一
ノ
地
域
二
於
テ
他
ノ
地
域
ノ
犯
罪
ヲ
処
断
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
犯
罪
地
ノ
法
令

二
依
ル
但
シ
答
刑
二
関
ス
ル
規
定
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

犯
罪
地
ノ
法
令
二
依
り
処
断
ス
ル
場
合
二
於
テ
処
断
地
ノ
法
令
二
笞
刑
二
関
ス
ル
規
定
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規

定
二
依
り
笞
刑
ノ
言
渡
フ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

４
●
２５
外
国
米
ノ
輸
入
等
二
関
ス
ル
件

（勅
令
九
二
）。

「第

一
条
　
農
商
務
大
臣
ハ
時
局
二
因
ル
米
価
ノ
変
動
ヲ
調
節
ス
ル
為
左
ノ
事
項
ヲ
為
ス
コ
ト
フ
得

一　
外
国
米
、
朝
鮮
米
又
ハ
台
湾
米
ノ
輸
入
、
移
入
、
買
入
又
ハ
売
渡
ヲ
為
ス
コ
ト

一
一　
農
商
務
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
条
件
二
依
り
外
国
米
、
朝
鮮
米
又
ハ
台
湾
米
ノ
輸
入
、
移
入
、
買
入
又
ハ

売
渡
ヲ
為
ス
者
二
対
シ
補
給
ヲ
為
ス
コ
ト
」

４
ｏ
２７
朝
鮮
総
督
府
巡
査
及
朝
鮮
総
督
府
巡
査
補
採
用
及
給
与
令
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
三

一
）。

４
ｏ
“
朝
鮮
人
タ
ル
看
守
及
女
監
取
締
給
与
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
一壬
し
。

５

◆
８
戦
時
利
得
税
法

ノ

一
部

ヲ
台
湾

二
施
行

ス
ル
ノ
件

（勅
令

一
一
一一こ

。

５

ｏ
■
朝
鮮
林
野
調
査
令

（制
令
五
）
。

「
第
二
条
　
林
野

ノ
所
有
者

ハ
道
長
官

ノ
定

ム
ル
期
間
内

二
氏
名
又

ハ
名
称
、
住
所
並
林
野

ノ
所
在

及
地
積

ヲ
府

テ
又

ハ
面
長

二
申
告

ス

ヘ
シ

一一員

ル
犯

罪
人
名
簿

ノ
抄

本

又

ハ
品

行

証

明
書

ヲ
提
出

ス
ル

コ
ト
」

５

ｏ
４
本
邦

ヨ
リ
北
米
合

衆
国

及
其

属

領

地

二
赴

ク
者

ハ
自

己
所
有

ノ
同
国

行

旅
券

二
米

国

領
事

二
於

テ
査

証

ヲ
為

ス

コ
ト

ヽ
為

り
夕

ル
旨
在
本
邦
米
国
大
使

ヨ
リ
通
知

（外
務
省

と
口
一不
五
ヽ

５

ｏ
４
在
京
中
国
人
留
学
生
、
同
郷
会
な
ど
を
開
催



国
有
林
野
テ
質
朝
鮮
総
督
ノ
定
ム
セ
縁
故
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
前
項
乙
塑
疋
二
準
シ
申
告
ス
ヘ
シ
此
ノ
場
合

二
於

テ
ハ
其
縁
故
ヲ
モ
申
告
ス
ヘ
シ

（略
）

第
八
条
　
道
長
官
ハ
林
野
ノ
所
有
者
及
其
境
界
ヲ
査
定
ス

（略
）

第
十
五
条
　
一埜
野
所
有
者
ノ
権
利
ハ
査
定
ノ
確
定
又
ハ
裁
決
二
依
リ
テ
確
定
ス
」

５
ｏ
■
朝
鮮
林
野
調
査
令
施
行
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令
三
八
）。

「第

一
条

左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ハ
縁
故
ヲ
有
ス
ル
国
有
林
野
二
付
朝
鮮
林
野
調
査
令
第
二
条

二
依
り
申
告

ヲ
為
ス
ヘ
シ

一　
古
記
又
ハ
歴
史
ノ
証
ス
ル
所
二
依
り
林
野
二
縁
故
ヲ
有
ス
ル
寺
刹

一
一　
隆
熙
二
年
法
律
第

一
号
森
林
法
第
十
九
号
ノ
規
定
二
依
り
地
籍
ノ
届
出
ヲ
為
サ
サ
リ
シ
為
国
有

二
帰
属

シ
タ
ル
林
野
ノ
従
前
ノ
所
有
者
又
ハ
其
ノ
相
続
入

〓
一　
開
墾
、
牧
畜
、
造
林
又
ハ
エ
作
物
ノ
建
設
ノ
為
林
野
ヲ
借
受
ケ
タ
ル
者

四
　
隆
熙
二
年
法
律
第

一
号
森
林
法
廼
互
Ⅲ
適
法
二
占
有
ヲ
為
シ
引
続
禁
養
フ
為
ス
者

五
　
国
有
林
野
二
於
テ
入
会
ノ
慣
行
ヲ
有
ス
ル
者

一ハ

部
分
林
ン
分
取
グ
施
莉
ブ
有
ス
空
夏

５
ｏ
ｌ７

［朝
鮮
］
戦
時
利
得
税
令

（
口
宜
Ｃ
。

「第

一
条
　
朝ヽ
鮮
二
住
所
又
ハ
一
年
以
上
居
所
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
本
令
二
依
り
戦
時
利
得
税
ヲ
納
ム
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト

ス
」

５
ｏ
ｌ７
朝
鮮
総
督
府
看
守
採
用
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
四
五
）。

５
ｏ
ｌ７
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
判
任
官
、
同
待
遇
者
臨
時
手
当
支
給
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令
五
〇
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

し
て
日
中
共
同
防
衛
協
定
締
結
に
反
対
。

今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
七
年
二
冊
上
巻
〉

５

ｏ
ｌ６
日
中
陸
軍
共
同
防
敵
軍
事
協
定
調
印
。
「
日

本
外
交
文
書
』
大
正
七
年

二
冊
上
巻
〉

一一署



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

「第

一
条

朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
二
在
勤
ス
ル
判
任
官
及
同
待
遇
者
ニ
ハ
本
令
二
依
り
臨
時
手
当
ヲ
支
給
ス

書
略
）

第
二
条
　
臨
時
手
当
ノ
額
ハ
別
表
二
依
ル
」

別
表

（抄
）

俸
給
月
額
　
　
百
円
以
上

同
　
　
　
一
ハ
十
五
円
以
上

同
　
　
　
　
五
十
円
以
上

同
　
　
　
　
四
十
円
以
上

同
　
　
　
一二
十
五
円
以
上

同
　
　
　
　
一二
十
円
以
上

同
　
　
　
一
一十
五
円
以
上

区

　

別

十

二
円

十

一
円

十
円

九
円

八
円

七
円

六
円
五
十
銭

臨
時
手
当
月
額

５
●
１７
朝
鮮
総
督
府
看
守
教
習
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
一
一一一し
。

「第

一
条
　
新
二
採
用
シ
タ
ル
看
守
ニ
ハ
教
習
生
フ
命
シ
学
科
及
実
務
ノ
教
習
フ
受
ケ
シ
ム

（但
書
以
下
略
）

第
六
条
　
教
習
ハ
左
ノ
科
ロ
ニ
就
キ
之
ヲ
行
ヒ
其
ノ
期
間
ハ
ニ
月
ト
ス

一　
監
獄
学
ノ
大
要

一
一　
朝
鮮
監
獄
令
及
朝
鮮
監
獄
令
施
行
規
則

〓
一　
朝
鮮
刑
事
令
ノ
大
要

八
　
朝
鮮
語

（朝
鮮
人
二
在
リ
テ
ハ
国
語
と

５
ｏ
ｌ７
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
嘱
託
員
、
雇
員
、
備
人
臨
時
手
当
支
給
ノ
件

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
二
四
）。

「第

一
条

・朝
鮮
総
督
府
及
所
属
富
署
嘱
託
員
、
雇
員
、
備
人
ニ
ハ
本
令
二
依
り
臨
時
手
当
ヲ
支
給
ス
但
シ
嘱
託
員

ニ
（但

一一夭



在
リ
テ
ハ
内
地
人
二
付
テ
ハ
月
給
百
五
十
円
以
下
朝
鮮
人
二
付
テ
ハ
月
給
七
十
円
以
下
ノ
給
料
ヲ
受
ク
ル
者

又
ハ
他
二
本
務
ヲ
有
セ
サ
ル
者
構
人
二
在
リ
テ
ハ
常
備
人
及
継
続
使
用
ス
ル
臨
時
傭
人
二
限
■
之
ヲ
支
給
ス
」

５
ｏ
ｌ８
共
通
法
ノ
一
部
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
件

（勅
令

一
四
四
）。

「共
通
法
ハ
同
法
第
二
条
ノ
規
定
ヲ
除
ク
ノ
外
大
正
七
年
六
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
」

６
ｏ
６
樺
太
庁
官
制
改
正

（勅
令

一
九
八
）。

６
ｏ
ｌ２
朝
鮮
殖
産
銀
行
令

（制
令
七
）．

「第
四
条
　
朝
鮮
殖
産
銀
行
ノ
株
券
ハ
記
名
式
ト
ス

帝
国
臣
民
又
ハ
帝
国
法
令
二
依
り
設
立
シ
タ
ル
法
人
二
非
サ
レ
ハ
朝
鮮
殖
産
銀
行
ノ
株
主
卜
為
ル
コ
ト
フ
得

ス
」

６
ｏ
ｌ７
朝
鮮
民
事
令
改
正

（制
令
八
）。

６
ｏ
ｌ９
台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
判
任
官
及
判
任
官
ノ
待
遇
ヲ
受
ク
ル
者
二
臨
時
手
当
支
給
規
則

（台
湾
総
督
府
令
三
七
）。

６
ｏ
２２

［朝
鮮
］
地
税
令
改
正

（制
令
九
）。

６
ｏ
２２

［朝
鮮
］
市
街
地
税
令

（制
令

一
〇
）。

６
●
２４
台
湾
総
督
府
医
学
校
官
制
改
正

（勅
令
二
五
七
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

５

ｏ
ｌ９
日
中
海
軍
共
同
防

敵

軍
事
協

定

及

同
付
属

書
調
印
。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
七
年

二

冊
上
巻
〉

５

ｏ
２。
英
領
印
度
諸
港

二
赴

ク
船

舶

ノ
船

員

上

陸

方
孟
買
政
庁

ヨ
リ
通
知

ア
リ
タ

ル
旨

在

孟

買
帝
国
鎮
争
ヨ
リ
報
告

（外
務
省
と
里
至

Ｃ

。

一三
九



九
九
ヨ1
年

法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（

６
ｏ
２４
朝
鮮
人
タ
ル
文
官
ノ
給
与
二
関
ス
ル
件
改
正
ノ
件

（勅
令
二
五
九
）。

「第

一
条

［朝
鮮
人
タ
ル
文
官
二
関
シ
テ
ハ
朝
鮮
台
湾
満
州
及
樺
太
在
勤
文
官
加
俸
令
フ
適
用
セ
ス
］
ヲ
削
ル

第
二
条

［朝
鮮
人
タ
ル
文
官
ノ
俸
給
二
付
テ
ハ
別
表
二
定
ム
ル
所
ノ
外
高
等
官
官
等
俸
給
令
及
判
任
官
俸
給
令

二
依

ル

（但
書
略
】

ヲ
第

一
条
ト
シ

（略
）

第
二
条
　
朝
鮮
人
タ
ル
判
任
文
官
ノ
等
級
ハ
別
表
二
依
ル
」

６
ｏ
２８
台
湾
総
督
府
医
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
二
九
）。

「第

一
条

台
湾
総
督
府
医
学
校
二
本
科
、
予
科
及
熱
帯
医
学
専
攻
科
ヲ
置
ク

（但
書
略
）

第
二
条

予
科
テ
△
宇
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
品
行
方
正
、
年
齢
満
十
五
年
以
上
ニ
シ
テ
台
湾
公
学
校
実
業
科
ヲ
修
業
シ

タ
ル
者
卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ヲ
要
ス

第
九
条
　
・本
科
ハ
本
島
人
二
医
学
ヲ
授
ク
ル
所
ト
ス

第
十
条
　
本
科
二
入
学
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
予
科
修
了
者
タ
ル
ヲ
要
ス
但
シ
之
卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者

ハ
特

二
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」

７
ｏ
ｌ

［朝
鮮
］
会
社
令
改
正

（制
令

一
二
）。

「第
三
条
第
二
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

商
法
第
二
百
五
十
五
条
乃
至
第
二
百
五
十
七
条
、
第
二
百
五
十
九
条
、
第
二
百
六
十
条
、
第
二
百
六
十
二
条
及
第

二
百
六
十
二
条
ノ
ニ
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
規
定
二
依
り
朝
鮮
二
支
店
ヲ
設
ケ
タ
ル
外
国
会
社
二
之
ヲ
準
用
ス
」

７
ｏ
３

［朝
鮮
］
地
方
金
融
組
合
令
改
正

（制
令

一
三
）。

「第
二
条
　
金
融
組
合
ノ
組
合
員
ハ
組
合
ノ
区
域
内
二
於
テ
住
所
ヲ
有
ス
ル
者
二
限
ル
」

７
ｏ
５
巴
奈
馬
ヨ
リ
本
邦
へ
渡
来
ス
ル
外
国
人
ノ
旅
券
査
証
二
関
ス
ル
件

釜
農
日
外
閣
一
一四
七

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警

一一き

７

ｏ
２
英
国

二
在

ル
会

社

又

ハ
個
人

力

一
切
其

雇

用

二
係

ル
外

国

人

ヲ
同
国

二
入
国

セ

シ

メ

ン
ト

ス
ル
ト
キ
許
可

ヲ
得

タ

ル
上

旅
券

下

付
出
願
方

（外
務
省
生
日
不
八
）
。



保
局
長
通
牒
）。

「
墨
翌
警
察
関
係
例
規
集
し

己

奈
馬
ノ
如
キ
帝
国
公
館
ノ
設
置
ナ
キ
地
方
ヨ
リ
出
発
シ
タ
ル
者
二
在
リ
テ
ハ
途
中
米
国
二
寄
港
ス
ト
雖
モ
同
国

ニ

於
テ
モ
取
締
上
通
過
旅
客
ハ
一
般
二
上
陸
ヲ
禁
シ
居
ル
為
メ
遂
二
査
証
ヲ
受
ク
ル
能
ハ
サ
ル
ニ
就
テ
ハ
如
斯
事
由

ニ

依
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
他
二
支
障
ノ
点
ナ
キ
者
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
旅
券
二
査
証
ナ
キ
モ
上
陸
方
許
可
セ
ラ
レ
候
様
御
取
扱
相

成
度
」

７
ｏ
６
台
湾
違
警
例

（台
湾
総
督
府
令
四
三
）。

７
ｏ
Ю
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
二
在
勤
ス
ル
朝
鮮
人
タ
ル
判
任
官
及
見
習
ノ
臨
時
増
俸
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令
六

九
）。

７
ｏ
ｌ７
憲
兵
補
助
員
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
七

一
）。

７
ｏ
２。
渡
来
外
国
人
ノ
旅
券
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘

一
五
九
七

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）。
今
外
事
警
察
関

係
例
規
集
し

「在
外
帝
国
官
憲
二
於
テ
ハ
本
邦
二
渡
来
ス
ル
外
国
人
ノ
所
持
旅
券
中
其
ノ
発
給
ソ
日
付
ヨ
リ
計
算
シ
テ
有
効
期
限
経

過
後
ノ
モ
ノ
ト
雖
モ
関
係
国
官
憲
又
ハ
利
益
代
表
者
力
之
二
査
証
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
該
旅
券
ハ
之
フ
有
効
卜
認
メ
査
証

ヲ
与
フ
ヘ
キ
趣
二
有
之
候
処
如
斯
事
情
不
得
己
卜
認
メ
ラ
レ
候
条
右
御
含
ノ
上
取
扱
狙
区
匿

７
ｏ
２４

［朝
鮮
］
地
税
令
施
行
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令
七
一こ
。

７
ｏ
２４
台
湾
医
師
令
施
行
規
則

（台
湾
総
督
府
令
五

一
）。

「第

一
条

医
師
免
許
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
台
湾
医
師
令
第
二
条
第

一
項
ノ
資
格
及
住
所
、
氏
名
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

請
書
・一戸
籍
ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
又
全
戸
口
調
査
簿
ノ
抄
本
及
資
格
二
関
ス
ル
卒
業
証
書
若

ハ
試
験
合
格
証
書

又
ハ
外
国
二
於
ケ
ル
医
師
免
許
証
ノ
写
ヲ
添
へ
台
湾
総
督
二
提
出
ス
ヘ
シ

台
湾
医
師
令
第
二
条
ノ
資
格
ヲ
有
セ
サ
ル
者
医
師
免
許
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
住
所
、
氏
名
、
開
業
ノ
地

域
及
期
間
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申
請
書
二
星
精
ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
又
全
戸
口
調
査
簿
ノ
抄
本
及
医
術

二
関

ス
ル
履

歴
書
ヲ
添
へ
開
業
ノ
地
域
フ
管
轄
ス
ル
庁
長
ヲ
経
由
シ
台
湾
総
督
二
提
出
ス
ヘ
シ

前
二
項
ノ
申
請
二
対
シ
免
許
ヲ
与
フ
ル
ト
キ
ハ
医
籍
二
登
録
シ
医
師
免
許
証
ヲ
下
付
ス
」

７
ｏ
２４
台
湾
医
師
令
ノ
規
定
二
依
り
医
師
免
許
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
フ
得
ル
者
ノ
資
格

（台
湾
総
督
府
令
五
二
）。

７
ｏ
２４
台
湾
歯
科
医
師
令
施
行
規
則

（台
湾
総
督
府
令
五
四
）。

「第

一
条
　
医
師
免
許
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
台
湾
歯
科
医
師
令
第
二
条
第

一
項
ノ
資
格
及
住
所
、
氏
名
ヲ
記
載
シ
タ

ル
由
曇
彗
二
戸
籍
′
謄
本
若
ハ
抄
本
又
全
戸
口
調
査
簿
ノ
抄
本
及
資
格
二
関
ス
ル
卒
業
証
書
若

ハ
試
験
合
格

証
書
又
ハ
外
国
二
於
ケ
ル
歯
科
医
師
免
許
証
ノ
写
ヲ
添
へ
台
湾
総
督
二
提
出
ス
ヘ
シ

台
湾
歯
科
医
師
令
第
二
条
ノ
資
格
ヲ
有
セ
サ
ル
者
歯
科
医
師
免
許
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
住
所
、
氏
名
、

開
業
ノ
地
域
及
期
間
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申
請
書
二
月
籍
ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
又
全
戸
口
調
査
簿
ノ
抄
本
及
歯
科
医

術
二
関
ス
ル
履
歴
書
ヲ
添
へ
開
業
ノ
地
域
ヲ
管
轄
ス
ル
庁
長
フ
経
由
シ
台
湾
総
督
二
提
出
ス
ヘ
シ

前
二
項
ノ
申
請
二
対
シ
免
許
ヲ
与
フ
ル
ト
キ
ハ
歯
科
医
籍
二
登
録
シ
歯
科
医
師
免
許
証
ヲ
下
付
ス
」

７
ｏ
２４
台
湾
歯
科
医
師
令
ノ
規
定
二
依
り
歯
科
医
師
免
許
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ノ
資
格

（台
湾
総
督
府
令
五
五
）。

７
ｏ
２４
台
湾
私
立
医
院
規
則

（台
湾
総
督
府
令
五
七
）。

８
ｏ
ｌ
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
雇
員
採
用
二
関
ス
ル
件
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
七
六
）。

一一三



「第
八
条

［内
地
人
二
在
リ
テ
ハ
朝
鮮
語
、
朝
鮮
人
二
在
リ
テ
ハ
国
語
ヲ
除
ク
ノ
外
第
五
条
ノ
試
験
ノ
成
績
総
テ
佳
良

ナ
ル
者

ハ
臨
時
雇
員
ト
シ
テ
採
用
ス
ル
コ
ト
フ
得
］
中

『
灰
練
総
テ
佳
良
ナ
々
芦
』
ノ
次
二

『
及
内
地
人

ニ
シ
テ
第

七
条
二
該
当
ス
ル
者
』
ヲ
加
フ
」

８
●
３
外
国
人
視
察
取
締
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘

Ｉ
全

一四
・
各
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）
。　
今
外
事
警
察
関
係

例
短
集
し

「
一
、
尾
行
引
継
二
関
ス
ル
事
項

尾
行
視
察
二
関
シ
従
来
ノ
如
ク
単
二
敵
国
系
若
ハ
漠
然
タ
ル
容
疑
ノ
者
二
対
シ
之
ヲ
執
行
ス
ル
ハ
事
務
多
端
ノ
際
多

数
ノ
警
察
官
吏
ヲ
労
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
為
二
注
意
カ
ヲ
散
漫
ナ
ラ
シ
ム
ル
虞
ア
ル
ヲ
以
テ
当
分
ノ
内
稽
々
其
ノ
範
囲

ヲ
縮
少
シ
最
モ
重
要
ナ
ル
者
二
対
シ
注
意
ヲ
集
中
シ
完
全
ナ
ル
視
察
ヲ
遂
ク
ル
為

（略
）
特

二
厳
重
視
察
方
内
牒
ア

リ
タ
ル
者
若
ハ
其
ノ
所
在
ヲ
失
フ
ト
キ
ハ
危
険
ノ
行
動
ヲ
為
ス
ノ
虞
ア
ル
者
視
察
上
特
二
必
要
ナ
ル
者

二
対
シ
テ
ノ

ミ
尾
行
ヲ
付
シ
視
察
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
」

８
ｏ
ｌ４
朝
鮮
総
督
府
専
門
学
校
官
制
改
正

（勅
令
三

一
三
）。

「贅
平
条
Ｉ
左
∠

一項
ヲ
加
フ

京
城
医
学
専
門
学
校
二
内
地
人
生
徒
ノ
為
特
別
医
学
科
ヲ
置
ク
」

８
●
２。

［朝
鮮
］
府
テ
又
ハ
面
長
ハ
エ
場
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
場
ノ
職
工
徒
弟
、
職
工
徒
弟
タ
ラ
ム
ト
ス
ル
者
若

ハ
エ
業

主
又
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
若
ハ
エ
場
管
理
人
ヨ
リ
職
工
徒
弟
又
ハ
職
工
徒
弟
タ
ラ
ム
ト
ス
ル
者
ノ
民
籍

二
関
シ
証
明

ヲ
願
出
タ
ル
ト
キ
ハ
無
償
ニ
テ
証
明
ヲ
為
ス
ヘ
シ

（朝
鮮
総
督
府
令
八
〇
）。

８
ｏ
２．
台
藩
撚
震
昌
闘
翼
頭
琶
奮
基
医
学
校
生
徒
翠
春
霧
篠
嘗
晏
益
霜
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
工
全
一し
。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

８
ｏ
２
日
本
政
府
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
派
兵

［
シ
ベ

リ
ア
出
兵
］
を
宣
言

２
日
不
）。

８
ｏ
３
富
山
県
中
新
川
郡
西
水
橋
町
に
米
騒
動
起

こ
る

（次
い
で
全
国
に
波
及
）。

一一三



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

８

ｏ
２４
京
城
医
学
専
門
学
校
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
八
三
）
。

９

ｏ
ｌ３
帝
国
政
府

ハ
仏
国
政
府

ヨ
リ
日
仏
通
商
航
海
条
約
中
第
五
条

ノ
約
定

ハ
本
年
九
月
十

日

ヨ
リ

一
箇
年
後

二
於

テ
廃
棄

ス
ヘ
キ
旨
通
告

ア
リ
タ
ル
件

（外
務
省
と
日
本

Ｉ
Ｏ

。

９

ｏ
２６
国
勢
調
査
施
行
令

（勅
令
二
五
八
）
。

「
第

一
条
　
第

一
回
国
勢
調
査

ハ
大
正
九
年
十
月

一
日
午
前
零
時

ノ
現
在

二
依

り
之

ヲ
行

フ

第

二
条
　
第

一
回
国
勢
調
査

ハ
前
条

ノ
時
期

二
於

テ
帝
国
版
図
内

二
現
在

ス
ル
者

二
付
左

ノ
事
項

ヲ
調
査

ス

一　

氏
名

一
一　
世
帯

二
於

ケ
ル
地
位

〓
一

男
女

ノ
別

四
　
出
生

ノ
年
月

日

五
　
配
偶

ノ
関
係

一ハ
　
職
業
及
職
業
上

ノ
地
位

七
　
出
生
地

八

民
籍
別
又

ハ
国

籠

別

第

二
十
三
条
　
朝^
鮮
、
台
湾
及
樺
太

二
執
行

ス
ル
国
勢
調
査

二
関

シ
テ
ハ
第
四
条
乃
至
第
二
十

一
条

ノ
規
定

ヲ
適
用

セ
ス
朝
鮮
総
督
、
台
湾
総
督
及
樺
太
庁
長
官
内
閣
総
理
大
臣

ノ
承
認

ヲ
得

テ
別

二
其

ノ
手
続

ヲ
定

ム
」

９

ｏ
２６
旅
順

工
科
学
堂
規
則
改
正

（関
東
都
督
府
令
一一一一こ

。

１０
ｏ
２
軍
需
工
業
動
員
法

ヲ
朝
鮮
台
湾
及
樺
太

二
施
行

ス
ル
ノ
件

（勅
令
三
六
八
）
。

一一茜

９

ｏ
２
英
国
政
府

ハ
軍
事
監
査
官

ヲ
シ
テ
旅
券

事

務

フ
取
扱

ハ
シ

ム

ル
制
度

ヲ
本
邦

二
於

テ

モ
実
施

ス
ル

ニ
付
其
要
点
摘
録

（外
務
省
告

示

一
五
）
。

「
九
月

一
日
以
後
本
邦

フ
去
リ

テ
他
所

二
向

ハ

ム
ト

ス
ル
英

国

臣

民
及
英
国

領
土

二
旅

行

シ
又

ハ
英

国

領
土

内

フ
通

過

セ
ム
ト
欲

ス

ル
他
国
民

ハ
其

ノ
旅
券

二
付
英
国

領
事

ノ

通
常

ノ
査

証

ノ
外

英
国
大

使
館
付

武
官
補

佐
官

ノ
職

ヲ
有

シ
在
横
浜

総
領
事
館

内

ニ

事
務
所

ヲ
有

ス

ル
軍
事
監

査
官

ノ
査

証

ヲ

受

ク

ヘ
キ

モ
ノ
ト

ス
」

９

ｏ
２９
原
敬
内
閣
成
立

。



１０
●
２
関
東
州
及
南
満
州
鉄
道
付
属
地

二
於
ケ
ル
軍
需
工
業
動
員
二
関
ス
ル
件

（勅
令
三
六
九
）。

１。
。２．
台
湾
総
督
府
工
業
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
七
五
）。

「第

一
条
　
工
業
学
校
ハ
本
島
ノ
内
外
二
於
テ
エ
業
二
従
事
セ
ム
ト
ス
ル
内
地
人
ノ
男
子
二
須
要
ナ
ル
教
育
ヲ
為
ス
ヲ

以
テ
ロ
的
ト
ス
」

１。
。
２９
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
奏
任
官
以
下
臨
時
手
当
支
給
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
三
）。

「第
二
条
　
奏
任
官
及
奏
任
官
ノ
待
遇
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
臨
時
手
当
ハ
左
ノ
各
号
二
依
り
之
ヲ
支
給
ス

一　
本
俸
年
額
九
百
円
以
上
ノ
者
ハ
本
俸
年
額
ノ
百
分
ノ
二
十
五

一
一　
本
俸
年
額
九
百
円
未
満
ノ
者
ハ
本
俸
年
額
ノ
百
分
ノ
四
十

（第
二
項
略
）

第
二
条

判
任
官
及
判
任
官
ノ
待
遇
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
臨
時
手
当
ハ
別
表
第

一
表
二
依
ル

第
四
条
　
嘱
託
員
ニ
シ
テ
他
二
有
給
ノ
官
職
ヲ
有
セ
ス
常
時

一
定
ノ
手
当
ヲ
受
ケ
日
勤
ス
ル
者

ニ
ハ
左
ノ
各
号

二
依

り
臨
時
手
当
ヲ
支
給
ス

一　
奏
任
官
二
準
ス
ヘ
キ
者
ハ
第
二
条
ノ
規
定
二
依
ル
但
シ
内
地
人
二
在
リ
テ
ハ
手
当
年
額
ノ
十
四
分
ノ
十

二
相
当
ス
ル
額
フ
以
テ
本
俸
卜
看
微
シ
其
ノ
額
ヲ
定
ム

一
一　
判
任
官
二
準
ス
ヘ
キ
者
ハ
第
二
条
ノ
規
定
二
依
ル
」

ｎ
●
７
台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
奏
任
官
、
判
任
官
並
同
待
遇
者
臨
時
手
当
支
給
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
八
〇
）。

Ｈ
ｏ
７
台
湾
総
督
府
国
語
学
校
及
医
学
校
生
徒
学
費
及
旅
費
支
給
規
則
第
二
条
ノ
食
費
増
給
方
改
正

（台
湾
総
督
府
令
八

一
）。

「大
正
六
年
十
月
府
令
第
五
十
号
中

『
一
銭
以
内
』
ヲ

『内
地
人
生
徒
二
在
リ
テ
ハ
六
銭
以
内
、
本
島
人
生
徒

二
在
リ

テ
ハ
五
銭
以
内
』
二
改
ム
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

Ю

ｏ
・５
英
国
在
留
外
国
人

ハ
身

分

証
明
手

帳

ヲ
所

持

ス
ル
フ
要

ス
ル

コ
ト

ト
為

リ

タ

ル
旨
在

倫
敦
山
崎
総
領
事

ヨ
リ
報
告

（外
務
省
告
示

一
九
）

１ｌ

ｏ
ｌ
今
般
在
孟
買
桑
島

領
事

ヨ
リ
旅

券

査

証
方

二
関

ス
ル
報
告

ノ
要
領

舎
空
黎
星
自
否

一〇
）。

一一量



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

Ｈ
●
９
期
選
琢
雪
夏
駆
警
察
官
署
旅
費
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
五
ヽ

「第
二
十
七
条

外
国
人
ニ
シ
テ
嘱
託
員
、
雇
員
又
ハ
備
人
タ
ル
者
二
支
給
ス
ル
旅
費
ハ
支
那
人
二
在
リ
テ
ハ
朝
鮮
人
、

其
ノ
他
ノ
者
二
在
リ
テ
ハ
内
地
人
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
」

・ｌ
ｏ
・４
旅
順
工
科
学
堂
規
則
改
正

（関
東
都
督
府
令
三
八
）。

■
。
２．
備
人
扶
助
令

（勅
令
三
八
二
）。

Ｈ
。
２８
皇
室
典
範
増
補
。

「皇
族
女
子
ハ
王
族
又
ハ
公
族
二
嫁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

・２
ｏ
４
朝
鮮
総
督
府
巡
査
補
及
憲
兵
補
助
員
二
臨
時
手
当
支
給
ノ
件

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
九
）。

・２
ｏ
５
梨
本
宮
方
子
女
王
と
李
王
世
子
根
と
の
婚
姻
を
勅
許
。
今
官
報
し

・２
ｏ
７
台
湾
総
督
府
国
語
学
校
及
医
学
校
生
徒
学
資
及
旅
費
支
給
規
則
ハ
大
正
八
年
以
降
入
学
ノ
国
語
学
校
公
学
師
範
部
乙

科
生
徒
二
適
用
セ
ス

（台
湾
総
督
府
令
八
六
）。

・２
ｏ
７
台
湾
総
督
府
国
語
学
校
公
学
師
範
部
乙
科
生
徒
学
資
支
給
規
則

（台
湾
総
督
府
令
八
七
）。

・２
ｏ
２７
日
伊
通
商
航
海
条
約
ハ
明
年
六
月
二
十
日
マ
テ
効
カ
ヲ
存
続
セ
シ
ム
ル
趣
旨
ノ
暫
定
取
極
成
立

（外
務
省
注
日
否

〓
３
。

一一異

１ｌ
ｏ
■
ド
イ
ツ
、
連
合
国
と
体
戦
協
定
調
印

（第

一

次
世
界
大
戦
終
わ
る
）

・２

ｏ
２
埃
及
入
国

二
関

シ
至
急
旅

行

ノ
許

可

ヲ
得

ル
ノ
必
要

ア
ル
ト
キ
取
扱
方

在
本

邦

英
国

大
使

ヨ
リ

ノ
通
知

（外
務
省
告
示

三
二
）
。

・２

ｏ
・０
米
国
連
邦
下
院

に
、
今
後
二
年
間
外
国
移
民

の
入
国
を
停
止

す

る
と

の
法
案

が
提
出

さ

れ
る

（
不
成
立
）
。
今
日
本
外
交

文

書

』
大

正
七
年

一
冊
〉



一
九

一
九

大
正
八

ｌ

ｏ
４
台
藩
塁
堅
Ｆ
令

（動
答
三

）
。

「
第

一
条

台
湾

二
於

ケ

ル
台
湾
人

ノ
教
育

ハ
本
令

二
依

ル

第
四
条
　
一教
育

ハ
之

ヲ
分

チ
テ
普
通
教
育
、
実
業
教
育

、
専
門
教
育
及
師
範
教
育
ト
ス

ｌ

ｏ
・３
米
国

オ

レ
ゴ

ン
州
議
会

下
院

に
外

国
人
土

地
所
有
禁
止
法
案
提
出
さ
れ

る

（
不
成
立
）
。

今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
八
年

一
冊
）

第
六
条

普
通
教
育
ヲ
為
ス
学
校
フ
分
チ
テ
公
学
校
、
高
等
普
通
学
校
及
女
子
高
等
普
通
学
校
ト
ス

第
九
条
　
公
学
校
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
年
齢
七
年
以
上
ノ
者
ト
ス

第
十
二
条

高
等
普
通
学
校
二
入
学
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
者
ハ
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又

ハ
之
ト

同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス

第
十
八
条

実
業
教
育
ヲ
為
ス
学
校
ヲ
分
チ
テ
実
業
学
校
及
簡
易
実
業
学
校
ト
ス

第
二
十
条

実
業
学
校
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
卜
同
等

以
上
ノ
学
カ
フ
有
ス
ル
者
ト
ス

第
二
十
五
条

専
門
学
校
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
其
ノ
専
門
学
校
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
、
高
等
普
通
学
校

ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス

専
門
学
校
予
科
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
フ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
卜
同
等

以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス

第
二
十
九
条

師
範
学
校
テ
科
テ
企
子
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
者
分
修
票
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又

ハ
之

卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス

師
範
学
校
本
科
二
入
学
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
者
ハ
師
範
学
校
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
学

カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス
」

１

●
４
朝
鮮
総
督
府
医
院
及
道
慈
恵
医
院
助
産
婦
看
護
婦
養
成
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
一
七
）
。

「第
十
三
条
中

『朝
鮮
人
タ
ル
生
徒
ハ
一
人
月
額
七
円
以
内
、
内
地
人
タ
ル
生
徒
ハ
一
人
月
額
八
円
以
内
』
ヲ

『
一
人

日
額
十
二
［日
衡
昌

二
改
ム
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

一一署



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

ｌ
ｏ
７
日
米
仲
裁
裁
判
条
約
ノ
有
効
期
間
再
延
長
二
関
ス
ル
協
約

（条
約

こ
。

ｌ
ｏ
・６

［台
湾
］
備
人
扶
助
令
施
行
規
則

（台
湾
総
督
府
令
九

一
）。

１
。
２７
朝
鮮
李
太
王

［高
宗
］
莞
去
に
付
き
国
葬
を
行
う

（勅
令
九
）。

１
。
２８
朝
鮮
人
タ
ル
看
守
及
女
監
取
締
誇
耳
通
蓮
一改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
九
）。

２
ｏ
３

［朝
鮮
］
李
太
王
莞
去
に
付
き
本
日
よ
り
三
日
間
歌
舞
音
曲
を
停
止
す
る

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
）。

２
ｏ
ｌ２
台
湾
教
育
令
発
布
二
関
ス
ル
件

（台
湾
総
督
府
諭
告

こ
。

２
ｏ
ｌ３
故
李
太
王
葬
儀
を
二
月
三
日
に
行
う

（宮
内
省
注
日
ボ
四
）。

２
ｏ
２．
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
雇
員
採
用
二
関
ス
ル
件
改
正

（朝
鮮
総
登
唇

，

一〇
）。

２
●
％
関
東
都
督
府
巡
査
看
守
在
勤
手
当
支
給
規
則
改
正

（関
東
都
督
府
令
一こ
．

「第

一
条
　
巡
査
看
守
ノ
在
勤
手
当
ハ
左
ノ
区
別
二
依
り
之
ヲ
支
給
ス

一　
関
東
州
内
ハ
月
額
十
二
円
関
東
州
外
ハ
月
額
十
四
円
ト
シ
一
年
ヲ
加
フ
ル
毎
二
一
円
フ
増
給

［
ス
］
（略
）

但
シ
朝
鮮
人
ハ
関
東
州
内
ハ
月
額
四
円
関
東
州
外
ハ
月
額
六
円
卜

［
ス
］
（略
）

〓
一　
練
習
又
ハ
教
習
中
ハ
月
額
六
円
ト
ス
但
シ
朝
鮮
人
ハ
月
額
四
円
ト
ス
」

３
ｏ
ｌ９

［朝
鮮
］
宿
泊
及
居
住
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
二
八
）。

一一夭

ｌ
ｏ
・２
パ
リ
講
和
会
議
始
ま
る

（～
６

ｏ
２８
）
ｏ
（

『
日
本
外
交
文
書
』
巴
里
講
和
会
議
経
過
概

琴

１
。
２７
日
本
政
府
、
対
露
方
針
要
項
を
閣
議
決
定
。

今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
八
年

一
冊
）

２

●
４
英
領
香
港
政
庁
発
表
旅
券
規
則
訳
文

（外
務

省
生
日
否

し
。

「
第

一
条
　
十
五
歳
以
上
若

ハ
十
五
歳
以
上

ト

認

メ
ラ

ル

ヽ
者

ハ
其

ノ
本
国

政

府

二
依

り
若

ハ
其

ノ
本

国
政
府

二
代

り
発
給

セ

ラ
レ
タ

ル
旅

券

ヲ
提

示

ス
ル

ニ
非

サ

レ

ハ
査

雪

ス
ロ

更

ル
コ
ト
フ
得

ス

第
二
条
　
旅
券

所

持
者

ノ
英

国

臣

民

二
非

サ
ル
場
合

ニ
ハ
其

ノ
旅

券

二
英

国
外
交

官
領
事
官
若

ハ
其

ノ
他

ノ
官

憲

ノ
査

証

ア
ル
コ
ト

ヲ
要

ス
」

２

ｏ
８
在

日
朝
鮮
留
学
生

、
東
京

で
朝
鮮
民
族
大
会

召
集
請
願
書
と
独
立
期
成
宣
言

書

発
表

。
（

コ
黎
償
史
資
料
』
朝
鮮

一
）

３

●
１
京
城

・
平
壌
な
ど

で
朝
鮮
独
立
宣
言
発
表

、

示
威
運
動
朝
鮮
全
土

に
波
及

（
三

・
一
運
動
、



「同

［第

一
］
条
第

一
項
但
書
ヲ
削
り
同
項
ノ
次
二
左
ノ
一
項
フ
加
フ

営
業
二
依
ラ
ス
シ
テ
外
国
人
フ
宿
泊
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
前
項
ノ
規
定
二
準
シ
届
出
ツ
ヘ
シ
但
シ
宿
泊
人
名
簿
ノ
記

載
ハ
之
ヲ
要
セ
ス
」

３
ｏ
２５
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
改
正

（法
律
六
）。

４
ｏ
ｌ
朝
農
熟
暮
晨
讐
］等
普
通
学
校
管
罰
蓄
一正

（勅
令
五
九
）。

４
●
１
朝
鮮
塾
暮
昌
罪
登
暮
星
霊
営
導
７
校
官
制
護
〒
一
盆
型
〓
ハ
〇
）。

４
ｏ
ｌ
台
湾
総
督
府
高
等
商
業
学
校
官
制

（勅
令
六

一
）。

４
ｅ
ｌ
台
藩
総̈
響
爵
離
Ｓ
喜
晶
里
萱
墾
冨
制

（動
答
上
全
し
。

４
ｏ
ｌ
台
懸
塚
霞
夏
璽
商
業
薔
謂
里
萱
硬
官
制
一
盆
型
Ｉ
全
一一ヽ

４
ｏ
ｌ
台
選
撚
霞
昌
璽
璽
豊
琶
璽
冨
制
改
正

（勅
苓
ニ
ハ
四
ヽ

４
●
１
台
潜
然
職
昌
得
翌
翌
≡
璽
冨
制

（勅
苓
ニ
ハ
五
ヽ

「第
二
条

・台
湾
総
督
府
師
範
学
校
二
付
属
公
学
校
ヲ
置
ク

″ヽ重
覆
総
督
ハ
公
立
ノ
公
学
校
ヲ
指
定
シ
付
属
公
学
校
二
代
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条

台
湾
総
督
府
師
範
学
校
二
内
地
人
ノ
為
公
学
師
範
部
又
ハ
小
学
師
範
部
ヲ
付
設
ス
ル
コ
ト
フ
得

小
学
師
範
部
ヲ
付
設
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
二
付
属
小
学
校
ヲ
置
ク
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

万
歳
甲
ｅ
．

３
ｏ
■
外
国
旅
券
規
則
二
依
り
同

一
旅
券
フ
以
テ

数
次
往
復
シ
得
ヘ
キ
地
指
定
ノ
件
追
加

（外

務
省
生
日
不
一こ
。一言一九



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

４
ｏ
ｌ
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
官
制

盆
裂
〓
全
ハ
）。

４
ｏ
ｌ
台
湾
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
官
制

（勅
令
六
七
）。

４
ｏ
ｌ
台
湾
公
立
高
等
女
学
校
官
制

（勅
令
六
八
）。

４
ｏ
ｌ
台
湾
公
立
実
業
学
校
官
制

（勅
令
六
九
）。

４
●
１
台
湾
公
立
簡
易
実
業
学
校
官
制

（勅
令
七
〇
）。

４
ｏ
ｌ
台
湾
小
学
校
官
制
改
正

（勅
令
七

一
）。

４
ｅ
ｌ
台
湾
公
学
校
官
制
改
正

（勅
令
七
二
）。

４
ｏ
５
日
本
エ
ク
ア
ド
ル
修
好
通
商
航
海
条
約

（条
約
二
）。

４
●
７
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
試
補
及
見
習
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令
四
〇
）。

「第

一
条

文
官
任
用
令
第
五
条
第

一
項
第

一
号
二
該
当
ス
ル
者
ヲ
初
メ
テ
奏
任
文
官
ト
シ
テ
朝
鮮
総
督
府
又
ハ
其
ノ

所
属
官
署
二
採
用
セ
ム
ト
ス
ル
場
合
ハ
六
月
以
上
試
補
ト
シ
テ
行
政
事
務
ヲ
練
習
セ
シ
ム

（略
）

第
二
条

文
官
任
用
令
第
六
条
第

一
号
第
二
号
及
第
四
号
又
ハ
明
治
四
十
三
年
勅
令
第
二
百
九
十
六
号

［朝
鮮
人
タ

ル
官
吏
ノ
特
別
任
用
二
関
ス
ル
件
］
第
五
条
二
該
当
ス
ル
者
ヲ
初
メ
テ
判
任
文
官
ト
シ
テ
朝
鮮
総
督
府
又
ハ

其
ツ
所
属
官
署
二
採
用
セ
ム
ト
ス
ル
場
合
ハ
六
月
以
上
見
習
ト
シ
テ
行
政
事
務
ヲ
練
習
セ
シ
ム
」

二四〇

４

ｏ
５
日
本

エ
ク

ア
ド

ル
修
好

通
商
航
海

条

約

調

印

に
際
し
、
在
米

日
本
大
使
と
在
米

エ
ク

ア

ド
ル
公
使

の
間

で
移
民
問

題

に
関

す

る
公

文
を
交
換

。



４
ｏ
７
朝
鮮
人
タ
ル
看
守
及
女
監
取
締
給
与
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
四
二
）。

４
●
Ｈ
医
師
法
改
正

（法
律
五
七
）。

４
ｏ
ｌ２
関
東
庁
官
制

（勅
令
九
四
）．

４
ｏ
ｌ８

［朝
鮮
］
憲
兵
補
助
員
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
六
五
）。

４
ｏ
ｌ８

［台
湾
］
蕃
人
公
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
二
一
し
。

国
平

一一一条
二
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

台
湾
神
社
例
祭
日
二
於
テ
ハ
職
員
及
生
徒
学
校
二
参
集
シ
学
校
長
ハ
台
湾
神
社
二
関
ス
ル
誨
告
ヲ
為
シ

一
同
北
白

川
宮
能
久
親
王
ヲ
奉
祠
セ
ル
神
社
二
参
拝
又
ハ
遥
拝
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」

４
◆
１８
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
規
則

貧
繕
懸
督
府
令
一
〓
こ
。

一蟹
二
十
六
条

予
科
及
本
科
二
入
学
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
者
ハ
身
体
健
全
品
重
夏
告
一
シ
テ
台
湾
教
育
令
第
二
十
九
条

ノ
学
カ
ヲ
有
シ
予
科
二
在
リ
テ
ハ
年
齢
十
三
年
以
上
本
科
第

一
学
年
二
在
リ
テ
ハ
年
齢
十
四
年
以
上
ノ
者
ト

ス

第
三
十
六
条

公
学
校
教
員
講
習
科
ハ
公
学
校
教
員
タ
ル
ヘ
キ
本
島
人
又
ハ
現
二
其
ノ
職
二
在
ル
本
島
人

二
必
要
ナ

ル
講
習
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
二
条

内
地
人
教
員
養
成
二
関
ス
ル
規
定
ハ
別
二
定
ム
ル
所
二
依
ル
」

４
ｏ
ｌ８
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
内
地
人
教
員
養
成
規
則

（台
湾
総
督
府
令
二
四
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

四



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

４
ｏ
ｌ８
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
付
属
小
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
二
五
）。

「第

一
条

付
属
小
学
校
ハ
台
湾
小
学
校
規
則
第

一
条
ノ
旨
趣
二
依
り
児
童
ヲ
教
育
シ
小
学
師
範
部
生
徒
ヲ
シ
テ
教
育

実
習
ヲ
為
サ
シ
メ
且
内
地
人
児
童
教
育
ノ
方
法
ヲ
研
究
ス
ル
所
ト
ス
」

４
ｏ
ｌ８
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
付
属
公
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
二
六
）。

「第

一
条

付
属
公
学
校
ハ
台
湾
教
育
令
第
五
条
及
第
七
条
ノ
旨
趣
二
拠
り
児
童
ヲ
教
育
シ
師
範
学
校
本
科
生
徒
、
公

学
校
教
員
講
習
科
生
徒
、
公
学
師
範
部
生
徒
、
臨
時
講
賀
科
生
徒
ヲ
シ
テ
教
育
実
習
フ
為
サ
シ
メ
且
台
湾
人

児
童
教
育
ノ
方
法
ヲ
研
究
ス
ル
所
ト
ス
」

４

ｏ
ｌ８
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
生
徒
学
資
給
与
規
則

（台
湾
総
督
府
令
二
九
）。

４
●
１８
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
内
地
人
生
徒
学
資
給
与
規
則

（台
湾
総
督
府
令
三
〇
）。

４
●
１９
朝
鮮
総
督
府
巡
査
及
朝
鮮
総
督
府
巡
春
覇
模
百
及̈
給
与
令
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
六
六
）。

４
ｏ
ｌ９

［朝
鮮
］
小
学
校
及
普
通
学
校
薮
目
奎
【験
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
六
九
）。

４
ｏ
２．

［朝
鮮
］
政
治
二
関
ス
ル
犯
罪
処
罰
ノ
件

（制
令
七
）。

「第

一
条

政
治
ノ
変
革
ヲ
ロ
的
ト
シ
テ
多
数
共
同
シ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
害
シ
又
ハ
妨
害
セ
ム
ト
シ
タ
ル
者

ハ
十
年
以
下

ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮
二
処
ス
但
シ
刑
法
第
二
編
第
二
章
ノ
規
定
二
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
本
令
ヲ
適
用
セ
ス

前
項
ノ
行
為
ヲ
為
サ
シ
ム
レ
ロ
的
ヲ
以
テ
煽
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ノ
罪
亦
前
項
二
同
シ

第
二
条

本
令
ハ
帝
国
外
二
於
テ
第

一
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
空
匝
目
目
昏
一亦
之
ヲ
適
用
ス
」

一一里



４
◆
２３
台
湾
公
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
三
二
ヽ

「第
四
十
四
条
ノ
ニ
　
台
湾
神
社
例
祭
日
二
於
テ
ハ
職
員
及
児
童
学
校
二
参
集
シ
学
校
長
ハ
台
湾
神
社

二
関
ス
ル
誨
告

ヲ
為
シ
一
同
北
白
川
宮
能
久
親
王
ヲ
奉
祠
セ
ル
神
社
二
参
拝
又
ハ
遥
拝
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」

５
●
１
台
湾
電
力
株
式
会
社
令

（律
令

一
）。

「第
六
条
　
帝
国
臣
民
又
ハ
帝
国
ノ
法
令
二
依
り
設
立
シ
タ
ル
法
人
二
非
サ
レ
ハ
会
社
ノ
株
主
卜
為
ル
コ
ト
フ
得
ス
」

５
ｏ
２
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
苓
四̈
六
）。

「第
二
十

一
条

第

一
学
年
ノ
入
学
志
願
者
力
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
人
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験

二
由
リ
テ
入
学
者
ヲ

組
〓
嫁
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
入
学
志
願
者
中
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
二
就
キ
テ
ハ
試
験
二
由
り
其
ノ
学
カ
ヲ

検
定
ス
ヘ
シ
」

５
●
２
台
湾
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
四
七
）。

「第
二
十
五
条

第

一
学
年
ノ
入
学
志
願
者
力
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
人
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験

二
由
リ
テ
入
学
者
ヲ

選
援
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
入
学
志
願
者
中
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
二
就
キ
テ
ハ
試
験
二
由
り
其
ノ
学
カ
ヲ

検
定
ス
ヘ
シ
」

５
ｏ
２
台
湾
公
立
簡
易
実
業
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
四
八
）。

５
ｏ
２
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
、
台
湾
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
及
台
湾
公
立
実
業
学
校
師
範
科
卒
業
者
服
務
規
則

（台
湾

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

５
ｏ
４
北
京
の
学
生
ら
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る

山
東
問
題
処
理
に
抗
議
し
、
示
威
運
動
を
展

開

（五

・
四
運
動
）。
さ
ら
に
、
５

ｏ
７
南

京

・
上
海
で
国
民
大
会
開
催
、
青
島
還
付
を

要
求
。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
八
年
二
冊

喜

）

二
四
一一一



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

総
督
府
令
四
九
）。

５
ｏ
ｌ３
旅
順
工
科
学
堂
予
科
規
則

（関
東
庁
令

一
〇
）。

「第

一
条

旅
順
工
科
学
堂
予
科
ハ
本
科
二
入
学
ス
ル
支
那
学
生
二
須
要
ナ
ル
予
備
教
育
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
ロ
的
ト
ス

第
二
条

テ
科

一̈
入
学
シ
得
ル
者
↑
中
学
ぼ
卒
票
又
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ン
〓
那
政
府
ノ
派
遣

二
係
ル
者

ト
ス
」

５
ｏ
ｌ３
旅
順
師
範
学
堂
規
則
改
正

（関
東
庁
令

一
一
）。

５
ｏ
２。
中
国
及
び
タ
イ
在
留
の
帝
国
臣
民
に
対
し
対
敵
取
引
禁
止
令
施
行
に
関
す
る
件
改
正

（外
務
省
令
二
）。

５
ｏ
２６
朝
鮮
人
タ
ル
巡
査
、
巡
査
補
、
看
守
、
女
監
取
締
及
憲
兵
補
助
員
ｉ
邸
壁
雪
型
霊
ヨ
給
与
ノ
件

（朝
鮮
総
督
府
令
九

四
ヽ

５
ｏ
２６
台
遇
爪
茎
孟
毬
規
則
薔
〒
一
公
夏
要
轡
宣
府
令
五

一
ヽ

５
ｏ
２６
台
湾
総
督
府
高
等
女
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
五
二
）。

５
ｏ
２６
台
量
燃
暇
昌
翌
霊
子
琶
規
則
薔
〒
一
貧
二
壕
聾
宣
暦
令
五
三
ヽ

５
ｏ
２６
台
湾
総
督
府
商
業
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
五
四
）。

５
●
２６
台
湾
総
督
府
工
業
学
校
規
則
改
正
パ
台
湾
総
督
府
令
五
五
）。

二四四



５
ｏ
２６
台
湾
総
督
府
及
所
属
菅
署
奏
任
官
判
任
富
並
同
待
遇
者
臨
時
手
当
支
給
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
五
六
）。

５
ｏ
２６
台
湾
総
響
爵
医
学
専
門
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
五
七
）。

「第
十
三
条
　
入
学
志
願
者
力
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
人
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験
二
由
り
入
学
者
ヲ
選
抜
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
入
学
志
願
者
中
予
科
二
在
リ
テ
ハ
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
本
科

二
在
リ
テ
ハ
予

科
ヲ
修
了
セ
サ
ル
者
及
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
二
就
キ
テ
ハ
試
験
二
由
り
其
ノ
学
カ
ヲ

嬌
賢
疋
ス
ヘ
シ
」

５
ｏ
２６
台
湾
総
督
府
高
等
商
業
学
校
規
則

（台
湾
総
重
唇
〓
全
し
。

「第

一
条

台
湾
総
督
府
高
等
商
業
学
校
ハ
本
島
ノ
内
外
二
於
テ
商
業
二
従
事
セ
ム
ト
ス
ル
内
地
人
ノ
男
子
二
須
要
ナ

ル
高
等
ノ
教
育
フ
施
ス
ヲ
以
テ
ロ
的
ト
ス
」

５
ｏ
２６
台
湾
公
立
高
等
女
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
一ハ
一こ
．

「第

一
条

公
立
高
等
女
学
校
ハ
内
地
人
ノ
女
子
二
高
等
普
通
教
育
ヲ
施
シ
主
ト
シ
テ
家
政
二
関
ス
ル
知
識
技
能
ヲ
授

ク
ル
ヲ
以
テ
ロ
的
ト
ス
」

５
ｏ
２６
台
湾
公
立
実
業
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
六
六
）。

「第
二
十
条

第

一
学
年
ノ
入
学
志
願
者
力
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
人
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験
二
由
リ
テ
入
学
者
ヲ
選

抜
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
入
学
志
願
者
中
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
二
就
キ
テ
ハ
試
験
二
由
り
其
ノ
学
カ
ヲ

検
定
ス
ヘ
シ
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

５
ｏ
２９
白
耳
義
政
府
ハ
連
合
国
及
中
立
国
臣
民
ノ

同
国
入
国
二
関
ス
ル
規
則
ヲ
制
定
シ
タ
ル

旨
在
本
邦
同
国
公
使
ヨ
リ
通
牒

（外
務
省
告

一死

）

「自
耳
義
国
入
国
ノ
条
件
左
ノ
通
リ

一
、
元
敵
国
臣
民
ニ
ア
ラ
サ
ル
連
合
国
臣
民

右
ハ
各
自
国
当
該
官
憲
ヨ
リ
発
給
セ
ル

旅

券

二

（
略

）
自

耳

義

検

査

局

ノ
査

証

ヲ

受

ケ

タ

ル

モ

ノ

ヲ
携

帯

ス

ル

コ

■

フ
要

ス

二
四
五



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

５
ｏ
３。
［朝
鮮
］
訴
訟
代
理
業
者
二
弁
護
士
タ
ル
ノ
資
格
付
与
二
関
ス
ル
件

（制
令
〓
こ
．

耐
浴

四
十
四
年
制
令
第
八
号
二
依
り
現
二
訴
訟
代
理
ノ
業
二
従
事
ス
ル
者
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
三
十
日
内

二
朝
鮮

総
督
二
申
請
シ
其
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
且
弁
護
士
名
簿
二
登
録
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
弁
護
士
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
」

６
●
２
所
得
税
法
ノ
一
部
ヲ
樺
太
二
施
行
ス
ル
ノ
件

（勅
令
一
一六
六
）。

６
ｏ
５
関
東
州
裁
判
令
改
正

（勅
令
二
七
二
）。

「第

一
条
　
関
東
庁
法
院
ハ
関
東
長
官
二
直
属
シ
関
東
州
二
於
ケ
ル
民
事
刑
事
ノ
裁
判
及
非
訟
事
件

二
関
ス
ル
事
務
ヲ

掌
ル

第
二
条
　
関
東
庁
法
院
ヲ
分
チ
テ
地
方
法
院
及
高
等
法
院
ト
ス

（略
）

第
二
条

［関
東
都
督
府
民
政
署
長
ハ
左
ノ
民
事
刑
事
二
付
始
審
ノ
裁
判
ヲ
為
ス

（後
略
】
　
削
除

第
五
条
　
地
方
法
院
ハ
民
事
刑
事
二
付
第

一
審
ノ
裁
判
ヲ
為
シ
且
非
訟
事
件
二
関
ス
ル
事
務
ヲ
取
扱
フ
」

６
ｏ
５
関
東
州
犯
罪
即
決
例

（勅
令
二
七
四
）。

「第

一
条

関
東
庁
民
政
署
長
、
民
政
支
署
長
又
ハ
其
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス
ル
官
吏
ハ
其
ノ
管
轄
区
域
内

二
於
ケ
ル
左
ノ

犯
罪
ヲ
即
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一　
拘
留
又
ハ
科
料
ノ
刑
二
該
ル
ヘ
キ
罪

一
一　
二
月
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
百
円
以
下
ノ
罰
金
若
ハ
科
料
ノ
刑
二
処
ス
ヘ
キ
賭
博
ノ
罪
及
拘
留
又
ハ
科
料
ノ

刑
二
処
ス
ヘ
キ
刑
法
第
二
百
八
条
ノ
罪

〓
一　
二
月
以
下
ノ
懲
役
禁
錮
若
ハ
拘
留
又
ハ
百
円
以
下
ノ
罰
金
若
ハ
科
料
ノ
刑
二
処
ス
ヘ
キ
行
政
法
規
違
反

ノ
晶
」

６

ｏ
９
台
湾
公
医
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
八

一
）
。

二四六

二
、
元
敵
国
臣
民

ニ
シ
テ
法
律

二
依

り
連
合

国

ノ
国
籍

ヲ
取
得

シ
タ
ル
連
合
国
臣
民

右

ハ
前
記
記
載

ノ
手
続
以
外

二
尚

（略
）

白
耳
義

保
安

局

ａ
ｒ
Ｃ
ｏ
ざ

”
ｃ
σ
一言
ｇ

）

ノ
認
可

ヲ
受

ク

ル
コ
ト
フ
要

ス

三
、
元
敵
国
臣
民

ニ
ア
ラ
サ

ル
中
立
国
臣
民

前
記
第

一
項

二
同
シ
」



６
ｏ
Ю

［朝
鮮
］
国
勢
調
査
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
三
）。

「第

一
条
　
第

一
回
国
勢
調
査
ハ
国
勢
調
査
施
行
令
第
二
条
第

一
項
各
号
ノ
外
朝
鮮
人
二
限
り
左
ノ
事
項
ヲ
調
査
ス

一　
読
ミ
書
キ
ノ
程
度

一
一　
国
語
ヲ
解
ス
ル
程
座

６
ｏ
ｌ３

［朝
鮮
］
対
敵
取
引
禁
止
令
施
行
二
関
ス
ル
件
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
四
）。

６
ｏ
ｌ３

［朝
鮮
］
宿
泊
及
居
住
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
八
）。

「第

一
条
第
二
項
但
書
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

但
シ
警
察
署
又
ハ
警
察
官
駐
在
所
ノ
所
在
地
外
二
在
リ
テ
ハ

（略
）
宿
泊
人
ノ
到
著
ノ
届
出

ハ
其
ノ
翌
日
中

二
出

発
ノ
届
出
ハ
三
日
内
二
之
ヲ
為
ス
コ
ト
フ
得
」

６
ｏ
２。
台
湾
総
督
府
農
林
専
門
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
八
三
）。

「第
十
三
条
　
入
学
志
願
者
力
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
人
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験
二
由
り
入
学
者
ヲ
選
抜
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
入
学
志
願
者
中
予
科
二
在
リ
テ
ハ
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
フ
卒
業
セ
サ
ル
者
本
科

二
在
リ
テ
ハ
予

科
ヲ
修
了
セ
サ
ル
者
及
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
二
就
キ
テ
ハ
試
験
二
由
り
其
ノ
学
カ
ヲ

検
定
ス
ヘ
シ
」

６
●
２。
台
湾
総
督
府
商
業
専
門
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
八
四
）。

「第
十
三
条
　
入
学
志
願
者
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
人
員
二
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験
二
由
り
入
学
者
ヲ
選
抜
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
入
学
志
願
者
中
予
科
二
在
リ
テ
ハ
修
業
年
限
六
年
ノ
公
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
本
科

二
在
リ
テ
ハ
予

科
ヲ
修
了
セ
サ
ル
者
及
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
ヲ
卒
業
セ
サ
ル
者
二
就
キ
テ
ハ
試
験
二
由
り
其
ノ
学
カ
ヲ

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

二四七



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

蜂
賢
疋
ス
ヘ
シ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

６
ｏ
２．
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
官
吏
以
下
臨
時
手
当
支
給
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令
一
一
三
）。

６
ｏ
２
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
ノ
件

（勅
令
三
〇
四
）。

「第

一
条

政
府
ハ
独
逸
国
、
壊
地
利
洪
牙
利
国
若
ハ
土
耳
其
国
二
属
シ
又
ハ
其
ノ
国
人
若
ハ
法
人

二
属
ス
ル
財
産
ヲ

管
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条
　
政
府
ハ
前
条
ノ
財
産
ノ
所
有
者
、
保
管
者
其
ノ
他
関
係
者
二
対
シ
其
ノ
財
産
ノ
所
在
、
種
類
、
数
量
、
価

額
、
権
利
状
態
其
ノ
他
管
理
二
必
要
ナ
ル
事
項
ノ
申
告
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
条

第

一
条
ノ
財
産
ノ
管
理
ハ
当
該
官
庁
ノ
管
理
命
令
ヲ
以
テ
之
フ
開
始
ス

管
理
命
令
フ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
生
日
不
ス

第
七
条

当
該
官
庁
ハ
管
理
財
産
ノ
所
有
者
又
ハ
保
管
者
二
対
シ
其
ノ
引
渡
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
条

第

一
条
ノ
国
、
国
人
又
ハ
法
人
ハ
其
ノ
者
二
属
ス
ル
管
理
財
産
二
関
シ
処
分
其
ノ
他
ノ
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト

フ
得
ス
」

６
●
２３
朝
鮮
総
督
府
中
学
校
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
一
四
）。

６
ｏ
％
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
二
関
ス
ル
勅
令
施
行
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
令
一こ
。

「第
二
条

財
産
ノ
所
有
者
、
保
管
者
其
ノ
他
関
係
者
ハ
本
令
施
行
後
十
日
以
内
二
地
方
長
官
二
別
記
様
式

二
依
り
財

産
二
関
ス
生
エ
ロ
フ
為
ス
ヘ
シ
」

６
●
２５
大
正
八
年
勅
令
第
二
〇
四
号

（独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
ノ
件
）
二
依
ル
管
理
財
産
タ
ル
国
債

二
関
ス
ル
取
扱

手
続

（大
蔵
省
令

Ｉ
Ｏ
．

二四八



６
ｏ
２８
同
盟
及
連
合
国
と
ド
イ
ツ
と
の
平
和
条
約

・
議
定
書

（ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
）
署
名
。
今
日
本
外
交
年
表
雄
主
要
文

書
』
上
〉

７
ｏ
Ю

［関
東
州
］
対
敵
取
引
禁
止
令
施
行
二
関
ス
ル
件
改
正

（関
東
庁
令
一
〓
し
。

７
ｏ
ｌＯ

［関
東
州
］
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
二
関
ス
ル
件
施
行
二
関
ス
ル
件

（関
東
庁
令
二
五
）。

７
ｏ
ｎ

［朝
鮮
］
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
二
関
ス
ル
勅
令
施
行
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令

一
一
一一一じ
。

７
ｏ
Ｈ
帝
国
政
府
ハ
伊
国
政
府
ヨ
リ
日
伊
両
国
間
二
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
通
商
航
海
二
関
ス
ル
暫
定
取
極
ヲ
九
月
二
十
日
限
リ

失
効
セ
シ
ム
ヘ
キ
旨
通
告
二
接
シ
タ
ル
件

（外
務
省
生
日
不
一
五
）。

８
ｏ
ｌ３

［関
東
州
］
貸
家
業
組
合
規
則

（関
東
庁
令
二
五
）。

「第

一
条
　
大
連
市
並
其
ノ
隣
接
地
域
内
二
於
テ
貸
家
業
フ
営
ム
者
ハ
本
令
二
依
り
組
合
ヲ
設
ク
ヘ
シ
」

８
ｏ
２。
期
燿
塾
暮
口府
官
制
改
正

（勅
令
三
八
六
）。

８
●
”
期
傷
塾
暮
晨
鶴

方̈
官
官
制
改
正

（勅
令
二
九

一
）。

８
ｏ
２。
台
湾
総
督
府
官
制
改
正

（勅
令
三
九
二
）。

８
ｏ
２。
朝
鮮
人
タ
ル
朝
鮮
総
督
府
道
長
官
参
与
官
及
郡
守
ノ
任
用
及
官
等
二
関
ス
ル
件
改
正

（勅
令
四
〇

一
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

７

●
２
英
国
領
土

二
旅

行

シ
又

ハ
英
国

領

土

ヲ
通

過

セ
ン
ト
ス
ル
者

ノ
旅
券

査

証

二
関

ス

ル

件

（外
務
省
告
示

〓

し
。

「
大
正
七
年
九
月

二
日
外
務
省
告
示
第
十
五
号

ヲ
以

テ
英
国
領
土

二
旅

行

シ
又

ハ
英

国

領

土

ヲ
通
過

セ

ン
ト

ス
ル
者

ハ
其
旅

券

二
英

国
領

事

ノ
査

証

ノ
外

在
横

浜
英

国

軍
事

監

査
官

ノ
査
証

ヲ
受

ク

ル

コ
ト

フ
要

ス
ル
旨

生
里
不
セ
シ
処

（略
）
今
後
英
本
国
以
外

ノ
同

国
領
土

二
渡
航

セ

ン
ト

ス
ル
モ

ノ

ハ
其

旅

券

二
在
本
邦
英
国

領
事

ノ
査

証

ヲ
受

ク

ル

フ
以

テ
足
り
在
横
浜

英
国

軍
事

監

査
官

ノ

査
証

ハ
之

ヲ
要

セ
サ
ル
コ
ト

ヽ
ナ
リ
タ
リ
」

二四九



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

８
ｏ
２。
憲
兵
補
規
程

（陸
軍
省
令
一
一六
）。

「第

一
条
　
憲
兵
補
ハ
上
官
ノ
指
揮
監
督
フ
承
ケ
勤
務
二
服
ス

第
二
条
　
憲
兵
補
ハ
朝
鮮
人
ニ
シ
テ
憲
兵
補
志
願
者
中
左
ノ
各
号
二
該
当
ス
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
採
用
ス

一　
年
齢
二
十
歳
以
上
三
十
五
歳
以
下
ナ
ル
者

一
一　
禁
錮
以
上
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
者

〓
一　
素
行
善
良
ニ
シ
テ
志
操
確
実
ナ
ル
者

四
　
身
長
五
尺

一
寸
以
上
ニ
シ
テ
身
体
強
健
ナ
ル
者

五
　
普
通
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者

第
七
条
　
憲
兵
補
ノ
身
分
ハ
軍
属
ト
ス
」

８
ｏ
２８
台
湾
総
督
府
法
院
条
例
改
正

ｏ
台
湾
総
督
府
臨
時
法
院
条
例
廃
止

（律
令
四
）。

８
ｏ
２８
民
事
訴
訟
特
別
手
続
改
正

（律
令
五
）。

８
ｏ
２８
刑
事
訴
訟
特
別
手
続
改
正

（律
令
六
）。

９
ｅ
ｌ
朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
採
用
及
給
与
令

（朝
鮮
総
督
府
令

一
三
四
）。

「第

一
条

朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
ノ
採
用
二
付
テ
ハ
本
令
二
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
明
治
二
十
四
年
内
務
省
訓
令
第
二
十

一
号
巡
査
採
用
規
則
ヲ
準
用
ス

（略
）

第
二
条
　
一朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
ノ
給
与
二
付
テ
ハ
巡
査
給
与
令
ヲ
準
用
ス

第
二
条

・朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
ニ
ハ
加
俸
ヲ
給
ス
但
シ
朝
鮮
人
二
付
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

（略
）

第
五
条

一朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
ニ
ハ
左
ノ
区
別
二
依
り
宿
舎
料
ヲ
支
給
ス
但
シ
朝
鮮
人
二
付
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」

二五
〇



９
ｏ
ｌＯ
同
盟
及
連
合
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
平
和
条
約

・
議
定
書

・
宣
言
書
署
名
．
今
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
上
〉

９
ｏ
ｌ７
台
湾
公
学
校
令
改
正

（律
令
八
ヽ

９
ｏ
ｌ７

［台
湾
］
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
二
関
ス
ル
勅
令
施
行
二
関
ス
ル
件

（台
湾
総
督
府
令

一
一
九
）。

９
ｏ
２。
日
仏
通
商
航
海
条
約
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
第
十
七
条
並
同
条
約
付
属
議
定
書
失
効

二
関
ス
ル
件

（外
務
省

告
示

一
九
ヽ

「
日
仏
通
商
航
海
条
約
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
第
十
七
条
並
同
条
約
付
属
議
定
書
ハ
仏
国
政
府
ヨ
リ
ノ
通
告

ニ

依
り
本
年
九
月
九
日
限
り
失
効
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
リ
居
リ
タ
ル
処
今
般
日
仏
両
国
政
府
間
二
於
テ
前
記
日
仏
通
商
航

海
条
約
ノ
諸
条
及
付
属
議
定
書
ハ
本
年
九
月
十
日
以
降
之
二
代
ル
ヘ
キ
他
ノ
協
定
ノ
締
結
セ
ラ
ル
ル
迄
又
ハ
両
締
約

国
ノ
一
方
ヨ
リ
之
力
廃
棄
ヲ
声
明
ス
ル
迄
ノ
間
三
箇
月
毎
二
暗
黙
二
其
ノ
効
カ
フ
更
新
ス
ヘ

［キ
］
（略
）
趣
旨
ノ
暫

定
取
極
成
立
シ
タ
リ
」

９

ｏ
２７
朝
鮮
塾
響
口府
及
所
属
官
署
屋
百
葎
雷
笙
関
ス
ル
件
廃
止

（朝
鮮
総
督
府
令

一
四
九
）。

１０
●
２
日
伊
通
商
航
海
条
約
ハ
本
年
十
月

一
日
以
降
両
締
約
国
ノ
一
方
ヨ
リ
之
力
廃
棄
ヲ
声
明
ス
ル
マ
テ
効
カ
ヲ
存
続
セ
シ

ム
ル
趣
旨
ノ
暫
定
取
極
成
立

（外
務
省
と
日
否

一
こ
。

「
日
伊
通
商
航
海
条
約
ハ
客
年
十
二
月
締
結
ノ
日
伊
通
商
暫
定
取
極
二
依
り
其
ノ
効
カ
ヲ
存
続
シ
来
リ
タ
ル
カ
本
年
六

月
二
十
日
付
伊
国
政
府
ヨ
リ
ノ
廃
棄
通
告
二
依
り
本
年
九
月
二
十
日
限
り
失
効
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
リ
居
リ
タ
ル
処
今

般
日
伊
両
国
政
府
間
二
於
テ
右
通
商
航
海
条
約
ハ
本
年
十
月

一
日
以
降
両
締
約
国
ノ
一
方
ヨ
リ
之
力
廃
棄
ヲ
声
明
ス

ル
迄
其
ノ
効
カ
ヲ
存
続

［
ス
ヘ
キ
］
（略
）
趣
旨
ノ
暫
定
取
極
成
立
シ
タ
リ
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

１０
ｏ
６

［朝
鮮
］
墓
地
、
火
葬
場
、
埋
葬
及
火
葬
取
締
規
則
改
正

（朝
鮮
総
警
府
令

一
五
一
じ
。

「第

一
条

共
同
墓
地
以
外
二
於
テ
祖
先
又
ハ
配
偶
者
ノ
墳
墓
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
ノ
境
域
二
依
り
又
ハ
之

二
接
続
シ
テ

自
己
ノ
所
有
地
内
二
基
地
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」

・Ｏ
ｏ
・８
朝
鮮
人
ノ
試
補
及
見
習
二
関
ス
ル
件
改
正

（勅
令
四
四
八
）。

「第

一
条

［明
治
四
十
三
年
勅
令
第
二
百
九
十
六
号
二
依
り
朝
鮮
総
督
府
及
其
ノ
所
属
官
署
ノ
奏
任
文
官

二
任
用
セ
ラ

ル
ヘ
キ
資
格
ヲ
有
ス
ル
朝
鮮
人
ハ
試
補
、
同
令
二
依
り
朝
鮮
総
督
府
及
其
ノ
所
属
官
署
ノ
判
任
文
官
二
任
用
セ
ラ
ル

ヘ
キ
資
格
ヲ
有
ス
″
朝
鮮
人
ハ
見
習
ト
シ
テ
朝
鮮
総
督
府
凛
其
ノ
所
属
官
署
二
属
セ
シ
メ
其
ノ
庁
又
ハ
他
ノ
庁

二
於

テ
事
務
ヲ
練
習
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
］
中

『奏
任
文
官
二
任
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
資
格
ヲ
有
ス
ル
朝
鮮
人

ハ
試
補
、
同
令

二
依
り
朝
鮮
総
督
府
及
其
ノ
所
属
官
署
ノ
』
ヲ
削
ル
」

１０
ｏ
盤
朝
鮮
人
タ
ル
看
守
及
女
監
取
締
ノ
給
与
二
関
ス
ル
件

（
期
野
総
鷲
奥
〒
一
六
七
）。

■
。
２。
対
酪
齢
螢
■
事
止
令
ふ
置
鴛
」
盆
型
令
四
六
五
％

■
．
２。
対
敵
取
引
禁
止
令
施
行
二
関
ス
ル
件
廃
正

（外
務
省
令
五
）．

・２

ｃ
８
外
国
人
視
察
取
締
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘
二
九
六

一
・
各
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）。
会
外
事
警
察
関
係
例

規
集
し

「従
来
外
国
人
二
対
シ
テ
全
軍
警
狙
察
取
締
相
成
居
候
処
戦
時
中
二
在
リ
テ
ハ
主
ト
シ
テ
敵
国
人
ノ
警
戒

二
重
キ
ヲ
置

キ
タ
ル
結
果
現
二
要
視
察
外
国
人
ト
シ
テ
名
簿
二
編
入
シ
タ
ル
者
二
百
六
人
中
独
逸
人
八
十
二
人
、
填
洪
人
十
六
人
、

土
耳
古
人
三
人
合
計
百

一
人
ノ
多
キ
ニ
達
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
ノ
他
ノ
諸
外
国
人
ニ
シ
テ
名
簿

二
編
入
シ
タ
ル
者

一一三

１。

。
２８
英
国

二
於

テ
公
布

セ
ラ

レ
タ

ル
新

外

国

人

取
締
令
要
点
摘
録

（外
務
省
告
示
二
三
）
。

「
一
、
外
国
人

ノ
入
国

ハ
移
民
官

ノ
許
可

ヲ
要

ス
二
、
外
国
人

ノ
入
国

ハ
別
表
認
可
港

ヨ
リ

ス

ル
フ
要

ス

〓
一、
入
国

二
際

シ
テ
ハ
移
民
官
及
医
官

ノ
検

査

ヲ
受

ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル

ヘ
シ

四
、
事
菌
〓

入
国

セ
ム
ト

ス
ル
者

ハ
到
着
前

五
年
以
内

二
発
給

セ

ラ

レ
且
写
真

ノ
貼

付
シ
ア
ル
旅
券
又
ハ
其
ノ
他
ノ
国
籍
ヲ

証
明
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
書
類
ヲ
携
帯
ス

ル
ヲ
要
ス

五
、
英
国
二
於
ケ
ル
雇
主
ノ
被
備
人
卜
為
ル

目
的
ヲ
以
テ
渡
航
ス
ル
者

ハ
労
働
大
臣

ヨ
リ
雇
主

二
発
給
セ
ラ
レ
タ
ル
雇
入
許

可
証
ヲ
呈
示
ス
ル
ヲ
要
ス

六
、
入
国
後
ハ
所
轄
警
察
署
二
届
出
テ
登
録

ヲ
為
シ
登
録
証
ヲ
受
ク
ル
フ
要
ス
但
シ

年
齢
十
六
歳
未
満
ノ
者
又
ハ
滞
在

一
月

ヲ
超
エ
サ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」

・２

ｏ
８
幣
原
駐
米
大
使
、
日
本
移
民
と
の
写
真
結
婚

に
よ
る
日
本
女
性
の
渡
米
を
禁
止
す
る
と



モ
多
ク
ハ
敵
探
嫌
疑
二
依
り
視
察
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
処
今
ヤ
嬌
和
条
約
モ
批
准
ト
ナ
リ
是
等
敵
探

二
対
ス

ル
警
戒
ハ
必
要
ヲ
感
セ
サ
ル
コ
ト
ト
相
成
候
得
共

（略
）
此
ノ
際
慎
重
ナ
ル
調
査
ヲ
遂
ケ
名
簿
ヲ
整
理
シ
報
告
セ
ラ

ル
ル
ト
共
二
新
規
要
注
意
人
物
ノ
発
見
二
努
メ
ラ
レ
度
」

・２
ｏ
・５
関
東
庁
中
学
校
規
則

（関
東
庁
令
五
六
）．

「第
十
三
条
　
第

一
学
年
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
タ
ル
ヘ
シ

一　
尋
常
小
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

一
一　
他
ノ
中
学
校
ノ
予
科
又
ハ
高
等
学
校
ノ
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

〓
一　
国
語
、
算
術
、
日
本
歴
史
、
地
理
、
理
科
二
就
キ
尋
常
小
学
糠
薔
萎
程
度
二
依
ル
試
験
二
合
格
シ
タ
ル

童

・２
ｏ
・５

［関
東
州
］
対
敵
取
引
禁
止
令
施
行
二
関
ス
ル
件
廃
止

（関
東
庁
令
五
七
）。

・２
ｏ
・７

［一盟
Ｅ

辞鑑
載
引
禁
止
令
二
関
ス
タ
賃
情
」
命
醒
恣
督
魔

，
一
八
一〇
．

・２
・
・７

［朝
鮮
］
高
等
普
通
学
校
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
八
七
）。

・２
ｏ
・７

［朝
鮮
］
女
子
高
等
普
通
学
校
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
八
八
）。

・２
ｏ
・７
京
城
工
業
専
門
学
校
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
九

一
）。

・２
・
・７
高
等
普
通
学
校
及
女
子
高
等
普
通
学
校
規
則
中
改
正
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ニ
付
其
施
行
工
特
二
注
意
ヲ
要
ス
ル
事
項
ノ
大
要

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
四
六
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

の
政
府
決
定
を
米
国
側
に
通
告
。
今
日
本
外

交
文
書
』
大
正
八
年

一
冊
〉

一一垂



大
正
九

法

経
研
究

四
四
巻

三
号

（
一
九
九

五
年

）

「現
行
朝
鮮
教
育
令
ハ
其
施
行
以
来
年
ヲ
閲
ス
ル
コ
ト
巳
二
八
年
時
勢
及
民
度
ノ
進
展
頗
ル
急
激
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以

テ
今
ヤ
之
二
順
応
シ
テ
適
当
ナ
ル
改
正
ヲ
加
フ
ル
ノ
必
要
ヲ
認
メ
巳
二
其
ノ
調
査
二
著
手
シ
タ
リ
ト
雖
之
力
制
定
実

施
ニ
ハ
相
当
ノ
日
子
ヲ
要
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
現
下
最
モ
改
正
ノ
急
ヲ
要
ス
ト
認
ム
ル
高
等
普
通
教
育

二
就
キ
現
行
朝
鮮

教
育
令
ノ
許
ス
範
囲
内
二
於
テ
暫
定
的
二
改
正
ヲ
施
ス
コ
ト
ト
ナ
シ
特
二
上
級
学
校
ト
ノ
関
係
上
内
地
学
制
ト
ノ
連

絡
二
留
意
シ
他
日
根
本
的
二
学
制
改
正
ヲ
実
行
ス
ル
際
二
不
便
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
フ
期
セ
リ
」

・２
◆
２９
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
官
吏
以
下
臨
時
手
当
支
給
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
九
六
）。

「第
四
条
　
雇
員
及
備
人
ノ
臨
時
手
当
ハ
給
料
ノ
現
支
給
額
ノ
七
割
ト
ス
但
シ

（略
）
内
地
人

ニ
ハ
左
ノ
各
号

二
依
リ

之
ヲ
支
給
ス

（以
下
各
号
略
）

前
項
二
依
ル
臨
時
手
当
額
ハ
給
料
卜
合
シ
内
地
人
二
在
リ
テ
ハ
月
額
百
二
十
六
円
、
朝
鮮
人

二
在
リ
テ
ハ
月

額
九
十
円
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ワ
得
ス
」

一〇

ｌ
ｏ
６
朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
採
用
及
給
与
令
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
二
〇
〇
）。

ｌ
ｏ
Ю
同
盟
及
連
合
国
卜
独
逸
国
ト
ノ
平
和
条
約
及
付
属
議
定
書

（条
約

こ
。
合
官
報
じ

１
。
２。

［台
湾
］
国
勢
調
査
施
行
規
則

（台
湾
総
督
府
令

〓
一五
）。

「第
二
条
　
台
湾
二
於
ケ
ル
国
勢
調
査
ハ
国
勢
調
査
施
行
令
第
二
条
ノ
外
働
左
ノ
事
項
ヲ
調
査
ス

震不
具
ノ
種
類

（聾
唖
、
盲
、
自
痴
及
嵐
額
二
限
ル
）

不
具

ノ
原
因

土
語

ヲ
解

ス
ル
者

（
●
地
人

二
限

ル
）

国
語

ヲ
解

ス
ル
者

（本
島
人
及
支
那
人

二
限

ル
）

ｌ
ｏ
・３
日
本
政
府
、
シ
ベ
リ
ア
ヘ
の
軍
隊
増
派
を
閣

議
決
定
。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
九
年

一

皿
Ｉ
じ

五 四 三 二 ―

二五
四



一ハ
　
読
ミ
書
キ
ノ
程
度

（本
島
人
及
支
那
人
二
限
ル
）

七
　
阿
片
姻
吸
食
者

（本
島
人
及
支
那
人
二
限
ル
ビ

ー
。
２。
台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
官
吏
及
同
待
遇
者
臨
時
手
当
支
給
規
則
改
正

（台
湾
総
賢
履
令
〓
二
七
）。

ｌ
ｅ
２。

［台
湾
］
対
敵
取
引
禁
止
令
ノ
施
行
二
関

ス
ル
件
廃
正

（台
湾
総
督
府
令

〓
二
八
）。

１
。
２。
台
湾
総
督
府
国
語
学
校
及
医
学
奮
生
徒
学
資
及
旅
費
支
給
規
則
第
二
条
ノ
食
費
増
給
ノ
件
改
正

（台
湾
総
督
府
令

一

二
九
ヽ

コ
「食
費
ハ
当
分
ノ
内
内
地
人
生
徒
二
在
リ
テ
ハ
六
銭
以
内
、
本
島
人
生
徒
二
在
リ
テ
ハ
五
銭
以
内
ヲ
増
給
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
」
の
う
ち
］
『内
地
人
生
徒
二
在
リ
テ
ハ
六
銭
以
内
』
ヲ
削
り
、
『五
銭
』
ヲ

『十
銭
』
二
改
ム
」

１
．
２。
台
湾
総
督
府
師
範
学
校
丙
地
人
生
徒
学
資
給
与
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令

一
四
〇
）。

１
。
２。
台
湾
小
学
校
教
員
及
台
湾
公
学
校
教
員
免
許
命
廼
征
規
則

（台
湾
総
督
府
令

一
四
四
）。

１
。
２９
褒
章
条
例
取
扱
手
続
改
正

（閣
令

一
）。

「第
六
条

外
国
人
二
対
ス
ル
金
銀
木
杯
、
金
円
又
ハ
褒
状
ノ
賜
与
ハ
内
国
人
ノ
例
二
依
ル
但
シ
帝
室
ノ
貴
賓
又
ハ
外

国
使
臣
二
対
ス
空
盪
与
ハ
外
務
大
臣
菫
勲
局
総
裁
へ
申
牒
ス
ヘ
主
猥
与
ノ
ト
キ
ハ
外
務
大
臣
ヲ
経
由
シ
テ
之

ヲ
停
崚
運
ス
」

２
ｏ
５
関
東
都
督
府
巡
査
看
守
在
勤
手
当
支
給
規
則
改
正

（関
東
庁
令

一
）。

「第
一
条

巡
査
看
守
ノ
在
勤
手
当
ハ
左
ノ
区
別
二
依
り
之
ヲ
支
給
ス

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

二五
五



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

一　
関
東
州
内
ハ
月
額
十
六
円
以
内
関
東
州
外
ハ
月
額
十
八
円
以
内
ト
ス

〓
一　
練
習
又
ハ
教
習
中
ハ
月
額
六
円
ト
ス
」

２
●
１４
捕
獲
審
検
所
及
高
等
捕
獲
審
検
所
は
大
正
九
年
二
月

一
五
日
限
り
こ
れ
を
閉
鎖
す
る

（勅
令
一
一六
）。

２
ｏ
ｌ７
露
西
亜
方
面
ヨ
リ
渡
来
ス
ル
外
国
人
取
締
方
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘
二
九

一
・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通

牒
）。
会
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

「這
般
西
比
利
亜
地
方
二
於
ケ
ル
政
変
ノ
結
果
同
地
方
在
留
外
国
人
ニ
シ
テ
避
難
ノ
ロ
的
ヲ
以
テ
本
邦

二
渡
航
ス
ル
モ

ノ
漸
次
滋
カ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
情
勢
有
之
候
二
付
テ
ハ
自
今
此
∠
響
全
国
人
ノ
取
扱
二
関
シ
テ
ハ
左
記
要
領
二
適
合
ス

ル
モ
ノ
ノ
外
之
ヲ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
御
処
置
相
成
候
様
致
度

一
、
外
国
渡
航
ノ
ロ
的
ヲ
有
セ
ス
本
邦
二
滞
留
セ
ン
ト
ス
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
正
規
ノ
旅
券
ヲ
所
持
ス
ル
コ
ト
ラ
要
ス

ル
ハ
勿
論
生
活
費
ト
シ
テ
一
人
千
五
百
円
以
上
所
持
ス
ル
コ
ト

前
項
ノ
金
額
ヲ
所
持
セ
サ
ル
モ
渡
来
後
ノ
生
活
支
持
二
関
シ
帝
国
官
憲
二
於
テ
確
実
卜
認
ム
ル
引
受
人
ア
ル
コ
ト

一
、
従
来
露
国
方
面
ヨ
リ
本
邦
二
渡
来
ス
ル
外
国
人
二
対
シ
テ
ハ
正
規
ノ
旅
券
ノ
外

一
人
二
付
金
二
百
五
十
円
以
上

ヲ
所
持
ス
ル
コ
ト
フ
入
国
条
件
ト
ナ
シ

（略
）
タ
リ
ト
雖
モ
右
ハ
専
ラ
避
難
窮
民
ニ
シ
テ
外
国

二
渡
航
ノ
為
本
邦

ヲ
通
過
ス
ル
者
二
関
ス
ル
標
準
ニ
シ
テ

（略
）
相
当
ノ
生
活
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
尚
多
額
ノ
費
用
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル

ヲ
以
テ
調
査
ノ
上
支
障
ナ
シ
ト
認
定
シ
得
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト

一
、
外
国
へ
渡
航
ノ
ロ
的
ニ
テ
一
時
本
邦
ヲ
通
過
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
正
規
ノ
旅
券
並
所
持
金
ヲ
有
ス
ル
者

ハ
速

ニ

目
的
地

二
出
発
ス
ヘ
キ
ヨ
ト
及
目
的
地
へ
入
国
∠
際
黎
券
ヲ
要
ス
ル
地
方
へ
向
フ
者
ハ
必
要
ナ
ル
旅
券
フ
有
ス
ル

カ
又
ハ
帝
国
駐
在
当
該
国
領
事
ノ
諒
解
ヲ
得
タ
ル
コ
ト
ノ
確
証
フ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

３
ｏ
４
平
和
条
約
ノ
実
施
二
伴
フ
流
通
証
券
及
工
業
所
有
権
二
関
ス
ル
法
律

（法
律

一
）。

「第
二
条
　
同
盟
及
連
合
国
卜
独
逸
国
ト
ノ
平
和
条
約
第
二
百
七
条
第
二
項
ノ
規
定
二
依
り
効
カ
ヲ
回
復
シ
タ
ル
特
許

二五六

２

ｏ
ｌ３
日
本
政
府
、

ニ
コ
ラ
イ

エ
フ
ス
ク

ヘ
の
増
兵

を
閣
議
決
定
。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
九

年

一
冊
下
巻
〉

３

ｏ
６
大
正
八
年
告

不
第
十
二
号

（英
国
領
土

二
旅



権
、
実
用
新
案
権
若
ハ
意
匠
権
又
ハ
之
二
関
ス
ル
一
切
ノ
権
利
ノ
効
カ
ハ
其
ノ
回
復
前
当
該
ノ
発
明
、
考
案

又
ハ
意
匠
二
付
権
利
ヲ
取
得
シ
又
ハ
実
施
フ
開
始
シ
タ
ル
者
及
其
ノ
承
継
人
並
其
ノ
権
利
又
ハ
実
施

二
依
リ

製
作
シ
タ
ル
物
二
及
ハ
ス
」

３
ｏ
８

［朝
鮮
］
私
立
学
校
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
二

こ
。

３
ｏ
ｌ３
退
去
命
令
者
ノ
再
入
国
許
可
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘
五
〇
〇
・
内
務
省
決
定
）。
（コ
な事
警
察
関
係
例
規
集
し

「時
局
以
来
外
国
人
二
対
シ
追
放
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
者
合
計
四
十
二
件
五
十
二
人
ニ
シ
テ
内
敵
国
人
三
十

一
件
三
十
九

人

（独
逸
二
十
七
件
三
十
五
人
換
国
四
件
四
人
）
ニ
シ
テ
他
ハ
印
度
羅
馬
尼
各
二
人
露
国
五
人
和
蘭
伊
太
利
英
吉
利

北
米
合
衆
国
各

一
人
ナ
リ

（略
）
以
上
ノ
者
ニ
シ
テ
平
和
条
約
効
力
発
生
後
再
入
国
ヲ
希
望
出
願
ス
ル
モ
ノ
ア
リ

（略
）
再
度
入
国
ヲ
許
可
ス
ル
ト
キ
ハ
帝
国
ノ
利
益
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
保
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
度
為
シ

タ
ル
退
去
処
分
ノ
効
果
ハ
相
当
ノ
期
間
之
ヲ
維
持
ス
ル
ヲ
要
シ
之
力
入
国
出
願
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
原
則
ト
シ
テ
之
ヲ

許
可
セ
サ
ル
ノ
方
針
二
出
ル
フ
適
当
ト
ス
然
レ
ト
モ

（略
）
場
合
二
依
り
退
去
並
入
国
ノ
事
由
ヲ
審
査
シ
再
入
国
フ

許
可
セ
ン
ト
ス
」

３
ｏ
２４
京
城
工
業
専
門
学
校
規
程
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
二
五
）。

３
●
％
大
正
八
年
勅
令
第
二
〇
四
号

（独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
ノ
件
）
ノ
効
カ
ヲ
将
来
二
失

ハ
シ
ム
ル
ノ
件

（勅
令

四
七
）。

３
●
２５
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
ノ
件

（勅
令
四
八
）。

３
ｏ
２５
特
殊
財
産
管
理
二
関
ス
ル
勅
令
施
行
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
令
三
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

行
シ
又
ハ
通
過
セ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
旅
券
査

証
二
関
ス
ル
件
）
改
正

（外
務
省
告
示
七
）
。

「大
正
八
年
七
月
二
日
外
務
省
告
示
第
十
二
号

ヲ
以
テ
英
本
国

二
渡
航
セ
ン
ト
ス
ル
者

ハ

其
ノ
旅
券
二
英
国
領
事
ノ
査
証
ノ
外
在
横

浜
英
国
軍
事
監
査
官
ノ
査
証
ヲ
受
ク
ル
コ

ト
ヲ
要
ス
ル
旨
告
示
セ
シ
処

（略
）
今
後

ハ

左
記
英
国
軍
事
占
領
地

二
赴
ク
者
フ
除
キ

英
本
国
又
ハ
其
ノ
領
土

二
渡
航
セ
ン
ト
ス

ル
者
ハ
其
ノ
旅
券

二
単

二
在
本
邦
英
国
領

事
ノ
査
証
フ
受
ク
ル
フ
以
テ
足
り
同
国
旅

券
監
督
官

（軍
事
監
査
官
ナ
ル
名
称
ハ
其
後

旅
券
監
督
富
卜
改
正
セ
ラ
レ
タ
リ
）
ノ
査
証

ハ
之
ヲ
要
セ
サ
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
タ
ル
」

二五七



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

３
ｏ
２７
大
正
九
年
勅
令
第
四
十
八
号

（独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
ノ
件
）
二
依
ル
管
理
財
産
タ
ル
国
債

二
関
ス
ル
取
扱

麗

　
（奢

一
一
）。

４
ｏ
ｌ
明
治
二
十
六
年
勅
令
第
九
十
六
号

（帝
国
大
学
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
二
関
ス
ル
件
）
改
正

（勅
令
七
四
）。

４
●
１
朝
鮮
総
督
府
裁
判
所
令
改
正

（制
令
三
）。

「第
二
十
五
条

［朝
鮮
人
ニ
シ
テ
判
事
又
ハ
検
事
タ
ル
者
ハ
民
事
二
在
リ
テ
ハ
原
告
被
告
ト
モ
朝
鮮
人
タ
ル
場
合
刑
事

二
在
リ
テ
ハ
被
告
人
朝
鮮
人
タ
ル
場
合
二
限
り
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
］

一即
捧
」

４
●
８
李
王
職
官
制
改
正

（皇
室
令
三
）。

４
ｏ
８
帝
国
卜
独
逸
国
ト
ノ
間
二
設
置
ス
ル
混
合
仲
裁
裁
判
所
二
関
ス
ル
件

（勅
令
八
七
）。

４
●
９
朝
鮮
笞
刑
令
を
廃
正

（制
令
五
ヽ

４
●
９
本
邦
在
住
外
国
人
再
入
国
二
際
シ
取
扱
方
二
関
ス
ル
件

（警
保
局
外
閣
五
七
七

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通

牒
）。
会
外
夢
警
察
関
係
例
規
集
し

「在
留
外
国
人
ニ
シ
テ
警
察
官
憲
発
給
ノ
居
住
証
明
書
ヲ
携
帯
シ
支
那
、
西
伯
利
亜
又
ハ
香
港
等

二
短
期
旅
行
ヲ
為
シ

再
ヒ
帰
還
ス
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
従
来
ノ
在
外
帝
国
官
憲
二
於
テ
作
成
シ
タ
ル
宣
言
書
又
ハ
旅
券
ノ
査
証
等
ナ
キ
モ
嚢

二
発
給
シ
タ
ル
居
住
証
明
書
二
在
外
帝
国
官
憲
ノ
査
証
ヲ
有
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
入
国
フ
許
可
相
成
藤
置

４
ｏ
ｌ２

［朝
鮮
］
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
二
関
ス
ル
勅
令
施
行
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令
五
〇
）。

二五
ハ

３

ｏ
２９
外
交
調
査
会

、
チ

ェ
コ

・
ス
ロ
バ
キ

ア
軍
撤

退
後
も

日
本

軍

の

シ
ベ
リ

ア
駐

留

を
継
続

す

る
こ
と
を
決
定

。
合
日
本
外
交
文
書
』
大

正
九
年

一
冊
下
巻
〉



４
ｏ
ｌ４
南
洋
群
島
ノ
統
治
二
関
ス
ル
件

（閣
議
打
合
）。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
九
年
三
冊
下
巻
〉

４
●
１５

［朝
鮮
］
布
教
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
五
九
）。

４
●
１６
混
合
仲
裁
裁
判
所
ノ
嘱
託
二
因
り
司
法
裁
判
所
ノ
為
ス
法
律
上
ノ
扶
助
二
関
ス
ル
件

（勅
令

一
〇
七
）。

４
ｏ
”
関
東
庁
臨
時
戸
口
調
査
令

（関
東
庁
令
五
）．

「第

一
条
　
大
正
九
年
十
月

一
日
午
前
零
時
ノ
現
況

二
依
り
現
在
者
及
常
住
者
二
就
キ
臨
時
戸
口
調
査
ヲ
施
行
ス
」

４
ｏ
２８
王
世
子
李
眼
卜

［梨
本
宮
］
方
子
女
王
ト
ノ
結
婚
二
丁
り
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
朝
鮮
人
二
対
シ
特

二
恩
赦
ヲ
行
フ
ノ

件

（勅
令

一
二
〇
）。

４
ｏ
お

［関
東
州
］
独
逸
国
等
二
属
ス
ル
財
産
管
理
ノ
件
施
行
二
関
ス
ル
件

（関
東
庁
令
一
一一
し
。

５
ｏ
３
樺
太
二
施
行
ス
ル
法
律
ノ
特
例
二
関
ス
ル
件

（勅
令

一
二
四
）。

「第

一
条

樺
太
二
於
ケ
ル
土
人
ノ
外
二
関
係
者
ナ
キ
民
事
二
関
ス
ル
事
項
及
土
人
ノ
ミ
ニ
対
ス
ル
刑
事

二
関
ス
ル
事

項
ハ
従
来
ノ
償
例
二
依
ル

前
項
二
規
定
ス
ル
事
項
二
関
ス
ル
訴
訟
手
続
ハ
裁
判
所
ノ
便
宜
二
従
フ
」

５
ｏ
３
日
希
修
好
通
商
航
海
条
約
ハ
本
年
五
月
十
日
以
降
両
締
約
国
ノ
一
方
ヨ
リ
廃
棄
ヲ
声
明
ス
ル
マ
テ
効
カ
ヲ
存
続
ス
ヘ

キ
趣
旨
ノ
暫
定
取
極
成
立

（外
務
省
生
日
否

一〇
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

５
ｏ
ｌＯ
同
盟
及
連
合
国
卜
独
逸
国
ト
ノ
平
和
条
約

第
八
編
二
該
当
ス
ル
損
害
ヲ
受
ケ
タ
ル
帝

国
臣
民
申
告
方

（外
務
省
令
三
）。

５
●
１５
外
務
省
令
第
二
号

（対
独
平
和
条
約
二
依
ル

損
害
賠
償
二
関
ス
ル
損
害
申
告
方
）
二
関
ス

ル
注
意
。

「本
省
令
二
依
り
申
告
ス
ヘ
キ
損
害
ハ
前
記
平

和
条
約
第
八
編

（賠
償
）
第

一
款
第

一
付
属

二五九



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

５
ｏ
４
［朝
鮮
］
李
王
世
子
殿
下
卜
方
子
女
王
殿
下
ト
ノ
御
婚
儀
二
方
り
政
治
二
関
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
朝
鮮
人
二
恩
赦
ノ

恵
沢
フ
施
シ
給
フ
ニ
付
当
局
ノ
諸
官
赦
典
ヲ
被
リ
タ
ル
者
二
対
シ
訓
戒
方

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
二
〇
）。

５
●
８
台
湾
公
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
二
四
）。

５
ｏ
ｌ９
台
湾
総
督
府
及
所
属
官
署
官
吏
及
同
待
遇
者
臨
時
手
当
支
給
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
三
一
し
。

６
ｏ
ｌ６
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
官
吏
以
下
臨
時
手
当
支
給
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令
六
九
）。

「第

一
条

朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
二
在
勤
ス
ル
官
吏
及
官
吏
ノ
待
遇
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
ハ
第
二
条

二
規
定
ス
ル
者
ヲ

除
ク
ノ
外
左
ノ
各
号
二
依
り
臨
時
手
当
ヲ
支
給
ス

（略
）

第
三
条

内
地
人
タ
ル
巡
査
、
看
守
、
女
監
取
締
ニ
ハ
俸
給

（
狸
悴
ヲ
含
ム
）
ヲ
基
本
ト
シ
左
ノ
各
号

二
依
り
臨
時

手
当
ヲ
支
給
ス
」

６
ｏ
２５
海
事
届
出
規
則

（通
信
省
令
六

一
）。

７
ｏ
５

［朝
鮮
］
儒
教
ノ
精
神
ヲ
発
揚
シ
時
代
ノ
趨
勢
二
鑑
ミ
地
方
ノ
情
況
ヲ
察
シ
適
切
有
効
ナ
ル
教
化
ノ
施
設
ヲ
為
ス
ヘ

キ
件

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
二
七
）。

７
●
１５
像
歯
籍
蝙
首
官̈
制
を
廃
止

（勅
令
二

一
〇
ヽ

７
ｏ
２４
朝
鮮
人
タ
ル
宮
内
官
ニ
シ
テ
旧
韓
国
宮
内
府
其
ノ
他
旧
韓
国
政
府
二
在
官
又
ハ
在
職
シ
タ
ル
者
ノ
恩
給
及
遺
族
扶
助

料
等
二
関
ス
ル
件

（皇
室
令
七
）。

二六
〇

書

二
規
定

ス
ル
損

害

ノ
ミ

ニ
シ

テ
之

ヲ
概

言

ス
レ

ハ
主

ト

シ

テ
戦
争

行
為

又

ハ
軍
事

行
動

ノ
直

接

ノ
結

果

ト

シ

テ
帝
国

臣

民

ノ

蒙

リ
タ
ル
損
害
之

二
該
当

ス

（略

）
政
府

ハ

申
告
者

ノ
評
価
損

害
額

二
拘
束

セ

ラ

ル

ヽ

コ
ト
ナ
キ

ハ
勿
論

申
告
損

害

ヲ
本

邦

要

求

額
市

二
算

入

ス
ル
ヤ
否

ヤ

ニ
就

テ

モ
全

然

取
捨

ノ
自

由

ヲ
有

ス
殊

二
本
令

ハ
賠
償

委

員
会

ヨ
リ
将
来
本

邦

二
割

当

テ
ラ

レ
タ

ル

賠
償
額

ヲ
本
邦

被

害
者

二
分

配

ス

ル
ヤ
否

ヤ
ノ
問
題

ト

ハ
全

然
関
係

ナ
キ

モ

ノ
ナ

ル

ニ
依

り
申

告
者

ハ
将
来
必

ス
分

配

二
与

リ

得

ル
モ
ノ
ト
予
測

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

サ

ル
ナ

リ
」

５

ｏ
２．
英
国

二
支

店

フ
有

ス
ル
本

邦
商
社

力
其

店

員

ヲ
支
店

勤
務

ノ
タ

メ
同
国

二
転

勤

セ

シ

ム
ル
場
合

ニ
ハ
同

国
労
働
省

ノ
入
国

許

可

ヲ
要

ス
ル
ノ
規
定

ヲ
適

用

セ
サ

ル

コ
ト

ニ

決
定

セ
ル
趣
在
本

邦
英
国

大
使

ヨ
リ
通
牒

（外
務
省
告
示
二

一
）
。

５

ｏ
２７
同
盟
及
連

合
国

卜
独
逸
国

ト

ノ
平

和

条
約

二
依

ル
財
産
処
理

二
関

ス
ル
件

（勅
令

一
七

一
）
。



７
ｏ
２４
大
正
九
年
皇
室
令
第
七
号

（朝
鮮
人
タ
ル
宮
内
官
ニ
シ
テ
旧
韓
国
宮
内
府
其
ノ
他
旧
韓
国
政
府

二
在
官
又
ハ
在
職
シ

タ
ル
者
ノ
恩
給
及
遺
族
扶
助
料
等
二
関
ス
ル
件
）
施
行
二
関
ス
ル
件

（宮
内
省
令

一
〇
）。

７
ｏ
２７
台
湾
総
督
府
地
方
官
官
制
改
正

（勅
令
二

一
八
）。

「第

一
条

台
湾
二
左
ノ
州
及
庁
ヲ
置
ク

（略
）

第
三
十
二
条
　
州
二
郡
及
市
ヲ
置
ク

（略
）

第
四
十
六
条

郡
二
街
又
ハ
庄
ヲ
置
ク
」

７
●
３．
所
得
税
法
改
正

（法
律

一
一
）。

７
ｏ
３．
所
得
税
法
ノ
施
行
二
関
ス
ル
法
律

（法
律

一
一
し
。

「第

一
条
　
所́
得
税
法
ハ
朝
鮮
、
台
湾
及
樺
太
ニ
ハ
之
ヲ
施
行
セ
ス

第
二
条

朝
鮮
、
台
湾
、
関
東
州
又
ハ
樺
太
一一本
店
又
ハ
主
タ
ル
事
務
所
ヲ
有
ス
ル
法
人
ノ
所
得
税
法
第
二
条
第

一

種
甲
及
戊
並
第
二
種
乙
ノ
所
得
二
付
テ
ハ
所
得
税
法
二
依
ル
所
得
税
ヲ
課
セ
ス
」

７
ｏ
３．
関
東
州
所
得
税
令

（勅
令
三
二
七
）。

７
ｏ
３．
樺
太
所
得
税
令

（勅
令
二
二
八
）。

７
ｏ
５
第

一
回
国
勢
調
査
は
朝
鮮
に
こ
れ
を
施
行
せ
ず

（法
律
三
五
）。

８
ｏ
６

［朝
鮮
］
府
制
改
正

（制
令

一
一
し
。

「第
十

一
条
　
府
ヂ
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
府
二
協
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

６

ｏ
ｌ
独
逸
国

ノ
タ

メ

ニ
斧
虜

卜
為

り
又

ハ
独
逸

国
官
憲

ノ
タ

メ

ニ
抑

留

セ

ラ

レ
タ

ル
帝
国

臣
民

ニ
シ
テ
物
品

、
現
金
、
証
券
又

ハ
書
類

ヲ
押
収

セ
ラ

レ
タ

ル
モ

ノ
又

ハ
其

遺
族
申

告
書
提
出
方

（外
務
省
令
四
）
。

六



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
貧

九
九
五
年
）

第
十
三
条

一協
議
会
員
ハ
之
フ
選
挙
ス
」

８
ｏ
６

［朝
鮮
］
面
制
改
正

（制
令

一
三
）。

「第
四
条
　
一面
長
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
面
二
協
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

第
四
条
ノ
三
　
協
議
会
員
ハ
朝
鮮
総
督
ノ
指
定
ス
ル
面
二
在
リ
テ
ハ
之
ヲ
選
挙
シ
其
ノ
他
ノ
面

二
在
リ
テ
ハ
郡
守
又

ハ
島
司
之
フ
命
ス
」

８
●
６
朝
鮮
学
校
費
令

（制
令

一
四
）。

「第

一
条

・普
通
学
校
其
ノ
他
朝
鮮
人
教
育
二
関
ス
ル
費
用
ヲ
支
弁
ス
ル
為
府
郡
島
二
学
校
費
ヲ
設
ク

（略
）

第
九
条
　
学
校
費
二
関
シ
府
ヂ
、
郡
守
又
ハ
島
司
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
学
校
評
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

第
十

一
条
　
学
驀
鐙
駆
黎
審
員
ハ
府
二
在
リ
テ
ハ
之
ヲ
選
挙
シ
郡
島
二
在
リ
テ
ハ
郡
守
又
ハ
島
司
之
ヲ
命
ス
」

８
ｏ
６
朝
鮮
道
地
方
費
令

（制
令

一
五
）。

「第

一
条
　
各
道
ノ
地
方
費
ハ
道
ノ
地
方
税
其
ノ
他
ノ
道
地
方
費
二
属
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
弁
ス

第
＋
条
・
道
地
方
費
二
関
シ
道
知
事
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
道
評
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

第
十
三
条

道
評
議
会
員
ハ
道
知
事
之
ヲ
命
ス
」

８
ｏ
６

［朝
鮮
］
府
制
施
粁
通
一則
改
正

（朝
鮮
塾
暮
置
塞
二

〇
二
）。

「第
二
条
ノ
ニ
　
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子

一
年
以
来
府
住
民
卜
為
り
其
府

二
於
テ
朝
鮮
総
督
ノ
指
定
シ
タ
ル
府
税
年
額
五
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
府
ノ
協
議
会
員
ノ
選
挙
権
ヲ

有
ス

（略
）

第
二
条
ノ
三
　
協
議
会
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
ノ
府
ノ
協
議
会
員
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
」

一一奎



８
●
６

［朝
鮮
］
面
制
施
繹
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
三
）。

「第
六
条
ノ
三
　
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子

一
年
以
来
面
内

二
住
所
フ
有
シ

其
ノ
面
二
於
テ
朝
鮮
総
督
ノ
指
定
シ
タ
ル
面
賦
課
金
年
額
五
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
面
ノ
協
議
会
員

ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

（略
）

第
六
条
ノ
四
　
協
議
会
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
ノ
面
ノ
協
議
会
員
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
」

８
ｏ
６
朝
鮮
学
校
費
令
施
行
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
四
）。

「第
二
条

帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
男
子

一
年
以
来
府
内

二
住
所
ヲ
有
シ
学
校

費
賦
課
金
年
額
五
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
府
ノ
学
校
評
議
会
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス

（略
）

第
二
条
　
学
校
評
議
蚕
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
ノ
府
ノ
学
校
評
議
会
員
ノ
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
」

８
●
６
朝
鮮
道
地
方
費
令
施
行
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令

一
〇
五
）。

「第
二
条

道
評
議
会
員
ノ
定
員
ノ
三
分
ノ
ニ
ハ
之
ヲ
府
郡
島
二
配
当
ス

（略
）

前
項
二
依
り
府
郡
島
二
配
当
シ
タ
ル
道
評
議
会
員
ハ
府
郡
島
毎
二
府
面
協
議
会
員
ノ
選
挙
シ
タ
ル
候
補
者
中

ヨ
リ
之
フ
命
ス

第
二
条

前
条
二
依
り
選
挙
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
道
評
議
会
員
含
字
覗
名
望
ア
ル
者
ニ
シ
テ
第
七
条

二
規
定
ス
ル
資
格
フ

有
ス
ル
モ
ノ
ノ
中
二
就
キ
之
ヲ
命
ス

第
七
条

道
評
議
会
員
候
補
者
ハ
一
年
以
来
府
内
二
住
所
ヲ
有
ス
ル
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
年
齢
二

十
五
年
以
上
ノ
男
子
ノ
中
二
就
キ
之
ヲ
選
挙
ス
ヘ
シ
」

８
ｏ
７
関
霜
藻
一改
正

（法
律
四
九
）。

８
ｏ
７
内
地
台
湾
又
ハ
樺
太
ヨ
リ
朝
鮮
二
移
出
ス
ル
物
品
ノ
内
国
税
免
除
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
五

一
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

一一奎



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

８
ｏ
７
朝
鮮
又
ハ
台
湾
ヨ
リ
移
出
シ
タ
ル
物
品
ノ
内
地
又
ハ
樺
太
二
於
ケ
ル
取
締
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
五
二
）。

８
●
７
関
税
法
関
税
定
率
法
保
税
倉
庫
法
及
仮
置
場
法
等
ノ
朝
鮮
二
於
ケ
ル
特
例
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
五
三
）。

８
ｏ
７
戦
時
海
上
再
保
険
法
廃
正

（法
律
五
七
）。

８
ｏ
■
地
方
待
遇
職
員
令

（勅
令
二
四
八
）。

８
ｏ
■
朝
鮮
所
得
税
令

（制
令

〓
０
。

８
ｏ
ｌ２
旅
順
工
科
学
堂
規
則
改
正

（関
東
庁
令
五
三
）。

８
ｏ
２３
台
藩
冒
猟
刷
盆
管
令
三
％

「第
十
二
条
　
州
ノ
事
務
二
関
シ
州
知
事
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
州
二
協
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

第
十
四
条
　
協
議
蚕
自
穴
州
二
住
所
ヲ
有
シ
学
識
名
望
ア
ル
者
二
就
キ
台
湾
総
督
之
ヲ
命
ス
」

８
ｏ
２３
台
通
暑
綺
叫
倉
Ｔ

，
五
）。

「第
十

一
条

市
ノ
事
務
二
関
シ
市
ヂ
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
市
二
協
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

第
十
三
条

協
議
会
員
ハ
市
二
住
所
フ
有
シ
学
識
名
望
ア
ル
者
二
就
キ
州
知
事
之
ヲ
命
ス
」

８
ｏ
２３
台
湾
街
庄
制

（律
，

一〇
。

「第
十
三
条
　
街
庄
ノ
事
務
二
関
シ
街
庄
長
ノ
諮
問
二
応
セ
シ
ム
ル
為
街
庄
二
協
議
会
ヲ
置
ク

（略
）

二六
四



第
十
五
条
　
一協
議
会
員
ハ
街
庄
二
住
所
ヲ
有
シ
学
識
名
望
ア
ル
者
二
就
キ
州
知
事
又
ハ
庁
長
之
フ
命
ス
」

８
ｏ
２３
台
藩
罹
雅
宣
フ
令

（律
Λ
工
↓
。

８
ｏ
２４
台
湾
総
督
府
職
員
旅
費
規
則

（台
湾
総
督
府
令
四
四
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

８
ｏ
２６
関
税
法
等
ヲ
朝
鮮
二
施
行
ス
ル
ノ
件

（勅
令
三
〇
六
Ｘ

８
ｏ
３。

［朝
鮮
］
国
勢
調
査
規
則
を
廃
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
一
一
し
。

９
ｏ
４
猶
太
民
族
独
立
主
義
者
ノ

「
バ
レ
ス
タ
イ
ン
」
入
国
二
関
シ
英
国
官
憲
ヨ
リ
証
明
書
発
給
ノ
件

（警
保
局
外
閣

一
〇

〇
六

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）。
（
コ
螢
轟
【察
関
係
例
規
集
し

署

太
民
族
独
立
主
義
者
ニ
シ
テ
本
国
政
府
ノ
成
立
二
至
ル
迄
正
当
旅
券
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
不
能
ナ
ル
者
ノ

『
パ
レ
ス

タ
イ
ン
』
入
国
手
続
二
関
シ
今
般
英
国
政
府
ハ
是
等
主
義
者
中

（
こ

『
バ
レ
ス
タ
イ
ン
』
二
出
生
セ
シ
者
及

（
二
）

『
バ
レ
ス
タ
イ
ン
』
ノ
国
籍
ヲ
取
得
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ニ
シ
テ
一
定
員
数
以
内
ノ
モ
ノ
ニ
対
シ
同
主
義
者
団
体
ノ
証
明

二
依
り
英
国
官
憲
ヨ
リ
本
人
ノ
人
相
普
及
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
別
紙
写
ノ
如
キ
証
明
書
フ
発
給
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
シ

タ
ル
趣
二
付
御
了
知
相
成
度
候
」

９
ｏ
７
宮
内
官
官
等
俸
給
令
改
正

（皇
室
令

一
〇
）。

９
ｏ
ｌ５
短
期
旅
行
ス
ル
在
留
外
国
人
ノ
再
入
国
取
扱
二
関
ス
ル
件

（警
保
局
外
井
三
六
九

・
福
井
県
知
事
宛
警
保
局
長
回
答
）。

合
外
事
警
一憂
因
丞
例
規
集
し

「在
留
外
国
人
ニ
シ
テ
警
察
官
憲
発
給
ノ
居
住
証
明
書
ヲ
携
帯
シ

（略
）
短
期
間
旅
行
シ
再
ヒ
本
邦

二
帰
還
ス
ル
者
ノ

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

９
●
１７
日
本
政
府
、
日
中
軍
事
協
定
廃
止
を
閣
議
決

定
。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
九
年
二
冊
下

二六
五



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

入
国

二
際

シ
提
示
金
要
否

二
関

シ
御
照
会
相
成
候
処

（略
）
短
期
間

ノ
旅
行
ナ
ル
フ
以

テ
帰
来

ノ
際

ハ
規
定

ノ
所
持

金

ヲ
有

セ
サ
ル
モ
其

ノ
入
国

フ
許
可
致

シ
差
支
無
之
卜
存
候
」

９

ｏ
２９
台
湾
総
督
府
巡
査
看
守
等

ノ
給
与

二
関

ス
ル
件
改
正

（勅
令

四
三
三
）
。

「
第

二
条
　
内
地
人
タ
ル
台
湾
総
督
府
巡
査

ニ
ハ
月
俸
卜
同
額
以
内

ノ
月
額

ノ
加
俸

フ
給

ス

（略
）

台
湾
総
督
府
巡
査

ニ
シ
テ
蕃
地
又

ハ
僻
地

二
勤
務

ス
ル
者

ニ
ハ
前
項

ノ
規
定

二
依

ル
加
俸

ノ
外

月
俸

ノ
十
分

ノ
四
以
内

ノ
月
額

ノ
特
別
加
俸

ヲ
給

ス
ル
コ
ト
フ
得
」

Ｈ
ｅ
ｌＯ
朝
鮮
教
育
令
改
正

（勅
令
五
二
九
）。

「第
九
条

普
通
学
校
ノ
修
業
年
限
ハ
六
年
ト
ス
但
シ
土
地
ノ
状
況
二
依
り
五
年
又
ハ
四
年
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

Ｈ
ｏ
ｎ
朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
採
用
及
給
与
令
改
正

（朝
鮮
総
督
府

一
四
二
）。

「第
二
条

［朝
鮮
総
督
府
道
巡
査
ニ
ハ
加
俸
フ
給
ス
但
シ
朝
鮮
人
二
付
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
］

削
除
」

ｎ
ｏ
・７

［朝
鮮
］
刑
死
者
ノ
墳
墓
祭
祀
肖
像
等
ノ
取
締
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令

Ｉ
ハ
○
）。

「第
二
条

刑
死
者
ノ
墳
墓
又
ハ
墓
標
ヲ
建
設
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
位
置
、
構
造
及
設
備
ヲ
具
シ
道
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ク

ヘ
シ
之
ヲ
変
更
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
二
条
　
刑
死
者
ノ
為
公
然
葬
儀
又
ハ
祭
祀
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
条
　
刑
死
者
ノ
写
真
其
ノ
他
ノ
肖
像
若
ハ
筆
跡
ノ
類
ヲ
公
然
陳
列
シ
若
ハ
頒
布
シ
、
刑
死
者
ヲ
賞
揚
ス
ル
行
為

ヲ
為
シ
又
ハ
刑
死
者
ヲ
追
悼
ス
ル
為
集
会
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

二奈

巻
〉

１０

ｅ
ｌ
第

一
回
国
勢
調
査
を
実
施

。

Ｈ
ｏ
・５
国
際
連
盟
第
一回
総
会
開
会
（ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
）。

今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
九
年
二
冊
上
巻

〉



刑
死
者
ノ
形
像
又
ハ
記
念
碑
ヲ
建
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

Ｈ
ｏ
・８
朝
鮮
徴
発
令

（制
令
二
五
）。

Ｈ
．
２。
朝
鮮
地
方
待
遇
職
員
令

（勅
令
五
四

一
）。

翼

五
条
　
第

一
条
又
ハ
第
二
条
ノ
職
員

［土
木
書
記

ｏ
土
木
技
師

・
産
業
書
記

・
産
業
技
師
等
］
ノ
任
免
、
待
遇
、

俸
給
及
休
職
二
関
シ
テ
ハ
本
令
二
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
地
方
待
遇
職
員
令
ヲ
準
用
ス

第
六
条
　
明
治
四
十
三
年
勅
令
第
二
百
九
十
六
号
第
五
条

［朝
鮮
人
ニ
シ
テ
朝
鮮
総
督
ノ
定
メ
タ
ル
試
験
二
合
格
シ

タ
ル
者

（略
）
ハ
特
二
之
ヲ
朝
鮮
総
督
府
及
其
ノ
所
属
官
署
ノ
判
任
文
官
二
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
］
ノ
規
定

二
依
り
朝
鮮
総
督
府
及
其
ノ
所
属
官
署
ノ
判
任
文
官
二
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
判
任
官
待
遇
事
務
職
員

［土
木
書
記

・
産
業
書
記
］
二
之
ヲ
任
用
ス
ル
コ
ト
ラ
得
」

ｎ
。
２。

［台
湾
〓
戸
口
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
七
八
）。

■
。
２２
世
界
畿
墓
三
因
り
影
響
セ
ラ
レ
タ
ル
エ
業
所
有
権
ノ
保
存
又
ハ
回
復
二
関
ス
ル
取
極

（条
約
七
）。

■
．
２９

［樺
太
］
居
住
者
届
出
規
則

（樺
太
庁
令
二
五
）。

「第
二
条
　
樺
太
二
居
住
ス
ル
者
ハ
其
ノ
居
住
ノ
日
ヨ
リ
又

一
定
ノ
場
所
二
九
十
日
以
上
滞
在
ス
ル
者

ハ
居
住
者

二
準

シ
其
ノ
九
十
日
ヲ
超
ヘ
タ
ル
日
ヨ
リ
十
日
内
二
（略
）
之
ヲ
届
出
ツ
ヘ
シ
」

・２
ｏ
３
台
湾
徴
発
令

（律
令
二
三
）。

・２
ｏ
・６
台
湾
狙
星
瑠
現則
塞
魅
懸
督
府
令
〓
ハ七
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

■

ｏ
・８
同
盟

及
連
合
国

卜
喚
地
利

国

ト

ノ
平
和

条

約

二
依

ル
財
産
処
理

二
関

ス
ル
件

（勅
令

五

三
四
ヽ

Ｈ

．
２４
仏
領
印
度
支

那
渡
航
者

ノ
旅

券

二
査

証

フ

要

ス
ル
件
。

「
仏
領
印
度
支
那
政
府

ハ
向
後
乗
船
港
駐
在
仏

国
官
憲

ノ
査

証

ア
ル
旅

券

ヲ
帯
有

ス
ル
者

ニ
ア
ラ
サ
レ

ハ
同
地

旅
行

者

ノ
上

陸

ヲ
許

可

セ
サ
ル
旨
在
京

仏
国
大

使

二
於

テ
同
政

府

ヨ
リ
通
知

二
接

シ
タ

ル
趣

ヲ
以

テ
仏

領

印
度
支
那
旅
行
者

ハ
同
地

入
国

及
滞

在

ノ

二六七



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
貧

九
九
五
年
）

「第

一
条
　
一同
居
者
タ
ル
ト
寄
寓
者
タ
ル
ト
フ
問
ハ
ス
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者
ヲ
以
テ
構
戸
者
卜
看
倣
ス
」

・２
・
・７
朝
催
塾
冨
昌
里
■
曹
整
質
別
任
用
学
術
識
蕗
薄
釜
套
留考
査
規
程

爺
題
恢
雪
夏
要

，
Ｉ
ハ
九
）。

「第
二
条

学
術
試
験
ハ
左
ノ
科
ロ
ニ
就
キ
之
フ
行
フ

一　

監
獄

二
関

ス
ル
諸
法
規

一
一　
一朝
鮮
動
響
Ｔ

，
ノ
キ
金
安

〓
一　
会
罫
理
優
規
ノ
キ
金
責

四
　
作
文
、
算
術

五
　
朝
鮮
語

（朝
鮮
人
タ
ル
看
守
二
在
リ
テ
ハ
国
語
と

・２
ｏ
・７
国
際
連
盟
理
事
会
、
南
洋
諸
島
に
対
す
る
日
本
の
委
任
統
治
条
項
を
承
認
。

「　
　
　
第

一
条

日
本
国
皇
帝
陛
下

（以
下
受
任
国
卜
称
ス
）
二
委
任
ヲ
付
与
シ
タ
ル
諸
島
ハ
太
平
洋
中
赤
道
以
北

二
位
ス
ル
旧
独
逸

領
諸
島
ノ
全
部
ヲ
含
ム

第
二
条

受
任
国
ハ
本
委
任
統
治
条
項
二
依
ル
地
域
二
対
シ
日
本
帝
国
ノ
構
成
部
分
ト
シ
テ
施
政
及
立
法
ノ
全
権
ヲ
有
ス
ヘ
ク

且
状
況

二
応
シ
必
要
ナ
ル
地
方
的
変
更
ヲ
加
ヘ
テ
本
地
域
二
日
本
帝
国
ノ
法
規
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
受
任
国
は
本

委
任
統
治
条
項
二
依
ル
地
域
ノ
住
民
ノ
物
質
的
及
精
神
的
幸
福
並
社
会
的
進
歩
ヲ
極
力
増
進
ス
ヘ
シ

第
二
条

受
任
国
ハ
奴
隷
売
買
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
並
須
要
ナ
ル
公
共
的
工
事
及
役
務
ノ
為
ニ
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
強
制
労
働

ヲ
許
容
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
督
視
ス
ヘ
シ
右
例
外
ノ
場
合
二
於
テ
モ
相
当
ノ
報
償
ヲ
支
払
フ
コ
ト
フ
要
ス

（
略
）

土
著
民
二
火
酒
及
酒
精
飲
料
ヲ
供
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
ス
ヘ
シ

第
四
条

二六ハ

タ
メ
其

ノ
旅
券

二
査

証

ヲ
受

ケ

テ
出

発

ス

ヘ
キ
様
周

知

方
在
京
仏
国

大
使

ヨ
リ
通

知

ア
リ
タ
リ
」

・２

ｏ
８
米
国
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
排

日
土
地
法
案

、

住
民
投
票

に
よ
り
成
立

（
１２

・
９
発
効

）
。
〈

『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
九
年

一
冊
上
巻
〉



一
九
二

一

大
正

一
〇

土
著
民
ノ
軍
事
教
育
ハ
地
域
内
警
察
及
本
地
域
ノ
地
方
的
防
衛
ノ
為
ニ
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
禁
止
ス
ヘ
シ
又

本
地
域
内
二
陸
海
軍
根
拠
地
又
ハ
築
城
ヲ
建
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
条

公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
ノ
維
持
二
関
ス
ル
地
方
的
法
規
二
反
セ
サ
ル
限
り
受
任
国
ハ
本
地
域
内

二
於
テ
良
心
ノ

自
由
並
各
種
礼
拝
ノ
自
由
執
行
ヲ
確
保
シ
又
連
盟
国
ノ
国
民
タ
ル
一
切
ノ
宣
教
師
力
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
為
本
地
域
内

二
到
り
、
旅
行
シ
又
ハ
居
住
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
ヘ
シ
」

１
●
６

［朝
鮮
］
在
内
地
官
費
朝
鮮
学
生
規
程

（朝
鮮
総
督
府
令

一
七
〇
）。

ｌ
ｏ
・７
台
湾
総
督
薦
外
菌
一留
学
生
規
程
改
正

（勅
令
八
）。

ｌ
ｏ
・７
関
東
都
督
府
外
国
留
学
生
規
程
改
正

（勅
令
九
）。

１
。
２．
日
独
混
合
昴
幾
畿
判
所
手
続
準
則

（外
務
省
告
否

し
。

ｌ
ｏ
２

［台
湾
］
地
方
官
官
制
ヲ
改
正
シ
州
制
及
市
制
街
庄
制
ヲ
公
布
シ
タ
ル
ニ
付
実
施
上
趣
旨
体
得
方

（台
湾
総
督
府
諭

生
曰一一一）。

．
。
２６
朝
鮮
教
育
令
中
改
正
施
行
上
普
通
学
校
規
則
及
高
等
普
通
学
校
規
則
二
改
正
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ニ
付
実
施

二
関
シ
注
意
方

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
五
五
）。

２
ｏ
ｌ２
朝
鮮
総
督
府
事
務
官
等
ノ
特
別
任
用
二
関
ス
ル
件

（勅
令
一
一六
）。

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

ｌ
ｏ
３
幣
原
駐
米
大
使
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
排
日

土
地
法
に
抗
議
す
る
覚
書
を
国
務
長
官
代

理
に
手
交
．
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
年

一
冊
上
巻
〉

１
。
２８
日
中
軍
事
協
定
廃
棄
に
関
す
る
公
文
を
交

換
．
今
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
年
二
冊
〉

二六九



法
経
研
究

四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

２
●
１８
朝
鮮
総
督
府
警
察
官
旅
費
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
八
七
）。

３
ｏ
５
退
去
受
命
者
再
入
国
許
可
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘
五
九

一
・
内
務
省
決
定
）。
令
外
事
警
察
関
係
例
狸
集
し

「時
局
二
際
シ
本
邦
ヲ
追
放
セ
ラ
レ
タ
ル
外
国
人
ノ
再
入
国
二
関
シ
テ
ハ
客
年
二
月
十
三
日

（略
）
方
針
決
定
ノ
処
之

等
ノ
大
部
分
ハ
独
逸
人
ニ
シ
テ
戦
争
中
祖
国
ノ
利
益
ヲ
図
リ
タ
ル
疑
ヒ
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

（略
）
購
和
条
約
実
施

後
既
二
年
余
ヲ
経
過
シ
タ
ル
今
日
依
然
従
来
ノ
方
針
ヲ
固
持
シ
テ
其
ノ
入
国
ヲ
解
禁
セ
サ
ル
ハ
徒

二
両
国
間

二
摘
壁

ヲ
設
ク
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
将
来
国
交
上
ニ
モ
影
響
ス
ル
処
抄
少
ナ
ラ
ス
故
二
今
後
彼
等
ニ
シ
テ
再
入
国
フ
希
望
ス
ル
者

有
之

二
於
テ
ハ
各
人
二
付
事
情
ヲ
審
査
シ
支
障
ナ
キ
者
二
対
シ
テ
ハ
之
ヲ
許
可
セ
ン
ト
ス
」

３
ｏ
ｌ５
台
湾

二
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
三
）。

「第

一
条

・法
律
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
台
湾
二
施
行
ス
ル
フ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

（略
）

第
二
条

台
湾
二
於
テ
法
律
ヲ
要
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
施
行
ス
ヘ
キ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
又
ハ
前
条
ノ
規
定
二
依
り
難
キ
モ

′
二
関
シ
テ
ハ
台
湾
特
殊
ノ
事
情
二
因
り
必
要
ア
ル
場
合
二
限
り
台
湾
総
督
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル

コ
ト
ラ
俎
」

３
●
１５
朝
鮮
総
督
府
道
警
部
及
道
警
部
補
特
別
任
用
二
関
ス
ル
考
試
規
程

（朝
鮮
総
督
府
令

一
九
六
）。

３
ｏ
ｌ６
台
湾
庁
地
方
量
星
秘
規
則

（台
湾
総
督
府
令

一
七
七
）。

「第

一
条

一星
現
ハ
同
居
者
タ
ル
ト
寄
寓
者
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
る
圧
夏
ｎ
二
住
所
フ
有
シ
又
全
二
箇
月
以
上
滞
在
シ
独
立

ノ
生
計
ヲ
営
ム
者
二
賦
課
シ
其
ノ
三
箇
月
以
上
滞
在
ス
ル
者
ハ
滞
在
ノ
初
二
遡
り
賦
課
ス
」

３
ｏ
２２
明
治
三
十
二
年
府
令
第
百

一
号

（外
国
人
タ
ル
行
旅
病
人
行
旅
死
亡
人
及
同
伴
者
取
扱
二
関
ス
ル
件
）
改
正

（台
湾

総
督
府
令

一
九
七
ヽ

二七〇



３
ｏ
３。
軍
用
自
動
車
補
助
法
改
正

（法
律
一
一四
）。

「第
二
条
第

一
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

補
助
金
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
フ
得
ヘ
キ
製
造
者
又
ハ
所
有
者
ハ
内
地
、
朝
鮮
、
台
湾
、
一翌
天
、
関
東
州
又
ハ
南
満
州
鉄
道

付
属
地
二
存
在
ス
ル
自
動
車
製
造
所
又
ハ
自
動
車
ヲ
有
ス
ル
帝
国
臣
民
又
ハ
帝
国
法
令
二
依
り
設
立
シ
タ
ル
法
人

ニ

限
ル
但
シ
社
団
法
人
ハ
株
式
会
社
二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
資
本
ノ
半
額
以
上
及
議
決
権
ノ
過
半
数
力
帝
国
臣
民
二
属
ス
ル

モ
ノ
其
ノ
他
社
団
法
人
二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
総
社
員
力
帝
国
臣
民
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
フ
要
ス
」

４
ｏ
ｌ
憲
兵
補
ノ
恩
給
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
三
二
）。

４
ｏ
ｌ
所
彗
焙
整
織
狸
■
現
則
改
正

盆
裂
Ｉ
ハ
九
）。

４
ｏ
ｌ
憲
兵
補
ノ
等
級
二
関
ス
ル
件

（勅
令
七
〇
）。

４
ｏ
８
樺
太
ノ
地
方
制
度
二
関
ス
ル
法
律

（法
律
四
七
）．

「第

一
条

樺
太
二
地
方
ノ
事
務
ヲ
処
理
セ
シ
ム
ル
為
町
又
ハ
村
ヲ
置
ク
」

４
ｏ
８
一屋
籍
法
改
正

（法
律
四
八
ヽ

「第
四
十
二
条
ノ
ニ
　
第
二
十

一
条
乃
至
第
二
十
四
条
及
ヒ
第
二
十
五
条
第

一
項
ノ
規
定
ハ
共
通
法
第
三
条
ノ
規
定

ニ

依
リ
テ
内
地
ノ
家
ヲ
去
リ
タ
ル
者
及
ヒ
他
ノ
地
域
ノ
家
ヲ
去
リ
テ
内
地
ノ
家
二
入
リ
タ
ル
者
ノ
戸
籍
ノ
記
載

手
続
二
付
キ
之
ヲ
準
用
ス
」

４
ｏ
８
西
伯
利
亜

・
支
那
方
面
ヨ
リ
渡
来
ス
ル
身
元
分
明
ナ
ラ
サ
ル
露
国
人
ノ
入
国
二
関
ス
ル
件

（警
保
局
外
閣

一
六
八

・

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

３

ｏ
３。
南
部
支
那

二
於

ケ

ル
領
事

官

ノ
裁

判

二
関

ス
ル
法
律

（法
律
二
五
）

４
ｏ
２
伯
刺
西
爾
国
制
定
ノ
外
国
人
入
国
取
締
法

（外
務
省
告
示

一
三
）。

「第

一
条
　
政
府
ハ
左
記
各
項
二
該
当
ス
ル
外

国
人
ノ
入
国
ヲ
拒
否
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
、
本
法
第
二
条
ノ
規
定
二
該
当
ス
ル
者

二
、
不
具
者
、
盲
目
者
、
痕
縮
者
、
乞
食
、

不
治
ノ
疾
患
者
又
ハ
伝
染
制
重
患
者

〓
一、
醜
業
ノ
ロ
的
ヲ
以
テ
渡
来
ス
ル
婦
人

四
、
六
十
歳
以
上
ノ
者
」

４
ｏ
４
米
穀
法

（法
律
三
六
）。

七



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）。
会
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

覆

来
露
国
人
ノ
本
邦
入
国
二
関
シ
テ
ハ
在
外
帝
国
公
館
二
於
テ
厳
密
調
査
ノ
上
旅
券
ヲ
与
ヘ
タ
ル
次
第
ナ
ル
モ
多
数

ノ
露
国
人
二
就
キ
其
ノ
身

冗
ヲ
知
悉
ス
ル
コ
ト
ハ
殆
卜
不
可
能
ノ
状
況
ナ
ル
フ
以
テ
今
般
外
務
省
卜
協
議
ノ
上
今
後

在
西
比
利
亜
北
部
支
那
及
上
海
帝
国
公
館
二
於
テ
露
国
人
ヨ
リ
本
邦
渡
航
ノ
為
旅
券
査
証
ノ
出
願
ア
リ
タ
ル
場
合

ハ

左
記
ノ
通
取
扱
フ
コ
ト
ニ
決
定
致
候

（略
）

一
、
取
調
ノ
上
身
元
明
瞭
ナ
ル
ト
キ
ハ
従
来
通
り
領
事
官
限
リ
ニ
於
テ
査
証
ヲ
与
へ
又
ハ
之
ヲ
拒
絶
ス
ル
コ
ト

ニ
、
取
調
ノ
上
尚
身
元
判
明
セ
サ
ル
場
合
ハ
其
ノ
領
事
館
所
在
地
及
本
邦
内
二
於
テ
確
実
ナ
ル
身
元
引
受
人
各
二
名

ヲ
立
テ
シ
メ
タ
ル
上
本
人
ノ
入
国
許
可
二
関
シ
外
務
大
臣
宛
請
訓
ス
ル
コ
ト
」

４
●
Ｈ
市
制
改
正

（法
律
五
八
）。

「第
九
条
　
市
住
民
ニ
シ
テ
左
ノ
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
者
ハ
市
公
民
ト
ス

（略
）

一　
帝
国
臣
民
タ
ル
男
子
ニ
シ
テ
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
者

一
一　
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者

〓
一　
二
年
以
来
其
ノ
市
住
民
タ
ル
者

四
　
一
一年
以
来
其
ノ
市
ノ
直
接
市
税
ヲ
納
ム
ル
者
」

４
ｏ
■
町
村
制
改
正

（法
律
五
九
）。

「第
九
条
　
町
村
住
民
ニ
シ
テ
左
ノ
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
者
ハ
町
村
公
民
ト
ス

（略
）

一　
帝
国
臣
民
タ
ル
男
子
ニ
シ
テ
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
者

一
一　
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者

〓
一　
二
年
以
来
其
ノ
町
村
住
民
タ
ル
者

四
　
二
年
以
来
其
ノ
町
村
ノ
直
接
町
村
税
ヲ
納
ム
ル
者
」

一一三



４
◆
１５
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
件
改
正

（内
務
省
令

〓
し
。

４
ｏ
ｌ９
朝
鮮
総
督
府
高
等
普
通
学
校
官
制
改
正

（勅
令

一
一
一
じ
。

４
ｏ
２５
台
湾
公
学
校
官
制
改
正

（勅
令

一
三
二
）。

４
ｏ
％
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
官
制
改
正

（勅
令

〓
一一四
）。

４
ｏ
％
台
湾
公
立
女
子
高
辱
善
橘
一学
校
官
制
改
正

（勅
令

一
二
五
）。

４
ｏ
２５
台
湾
公
立
実
業
学
校
官
制
改
正

（勅
令

〓
豊
○
。

４
ｏ
２５
明
治
三
八
年
勅
令
第
二
七
号

（台
湾
二
於
ケ
ル
蕃
人
ノ
子
弟
ヲ
就
学
セ
シ
ム
ヘ
キ
公
学
校

二
関
ス
ル
件
）
を
廃
止

（勅
令

一
二
九
）。

４
ｏ
２７
外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
省
令
取
扱
方
ノ
件

（内
務
省
秘
七
八
九

・
関
係
庁
府
県
長
官
宛
内
務
次
官
通
牒
）。
今
外
事
警

察
関
係
例
規
集
し

４
ｏ
２９

［台
湾
］
明
治
二
八
年
日
令
第
二
二
号

（清
国
人
台
湾
上
陸
条
例
）
を
廃
正

（台
湾
総
督
府
令
九
）。

４
ｏ
２９

［台
湾
］
明
治
三
一
一年
府
令
第
七

一
号

（外
国
人
取
扱
規
則
）
改
正

（台
湾
総
賢
暦
令
一
〇
）。

「第
二
条
ノ
ニ
　
前
二
条
ノ
規
定
ハ
支
那
人
二
之
ヲ
適
用
セ
ス

第
十
四
条

支
那
人
二
関
シ
別
二
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
各
其
ノ
規
定
二
依
ル
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

４

●
２．
英
国
経
由
欧
州
諸
国
行
旅
券

ノ
査
証
方

。

４
ｏ
２８
北
米
合
衆
国
大
統
領

ハ
巴
奈
馬
運
河
地
帯

渡
航
者
ノ
旅
券

二
関
シ
命
令
フ
公
布
セ
ル

旨
在
米
幣
原
大
使
ヨ
リ
電
報

（外
務
省
告
示

一
五
）

一一菫



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

４
ｏ
３。
特
許
法
改
正

（法
律
九
六
）。

４
ｏ
３。
実
用
新
案
法
改
正

（法
律
九
七
）。

４
ｏ
３。
意
匠
法
改
正

（法
律
九
八
）。

４

ｏ
３。
商
標
法
改
正

（法
律
九
九
ヽ

４

ｏ
３。
弁
理
士
法

（法
律

一
〇
〇
）。

「第
二
条
　
左
ノ
条
件
ヲ
具
フ
ル
者
ハ
弁
理
士
タ
ル
資
格
ヲ
有
ス

一　
帝
国
臣
民
又
ハ
農
商
務
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
二
依
り
外
国
ノ
国
籍
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
私
法
上
ノ
能
力
者

タ
ル
コ
ト

一
一　
帝
国
内
二
住
所
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

〓
一　
弁
理
士
試
験
二
合
格
シ
タ
ル
コ
ト
」

５
ｏ
６

［台
湾
］
外
国
旅
券
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令

一
五
）。

「第

一
条

台
湾
ヨ
リ
外
国
二
渡
航
セ
ム
ト
ス
ル
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
旅
券
ノ
下
付
ヲ
請
フ
者
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
タ

ル
願
書
二
星
誼
堕
（
、
戸
口
調
査
簿
ノ
抄
本
又
ハ
其
ノ
氏
名
、
・杢
積
旭
及
身
分
ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
文
書
ヲ
添
付

シ
其
ノ
本
居
地
若
ハ
寄
留
地
フ
管
轄
ス
ル
知
事
又
ハ
庁
長
ノ
認
定
二
依
り
戸
籍
謄
本
又
ハ
其
ノ
他
ノ
文
書
ノ

添
付
ヲ
省
略
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」

５
●
２７
台
湾
公
立
簡
易
実
業
学
校
規
則
改
正

（台
湾
訟
響
爵
苓
”一
一一
じ
。

二七
四

５

ｏ
ｌ３
日
本
政
府
、
極
東
共
和
国

で
の
有
産
民
主
制

の
確
立
等

を
条
件

に

シ
ベ
リ

ア
か

ら

の
撤

兵
を
閣
議
決
定

。
今
日
本
外
交
文
書
』
大

正

十
年

一
冊
下
巻
〉

５

ｏ
ｌ３
米
国
移
民
制

限

法

、
連
邦

上

下
院

を
通

過

（
５

●
１９
大
統
領
署
名
、
６

●
３
発
効

）
。
（

『
日
本
外
交
文
書
』
大
正
十
年

一
冊
上
巻
〉

５

ｏ
ｌ９
白
耳
義
国

二
入
国

又

ハ
同

国

通
過

ノ
タ

メ

必
要
ト
セ

シ
旅

券

ノ
査

証
手
続

二
関

シ
在



５
ｏ
２７

［台
湾
］
蕃
人
公
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
二
三
）。

「第

一
条
　
公
学
校
ニ
シ
テ
専
ラ
蕃
人
ノ
子
弟
ヲ
就
学
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ヲ
蕃
人
公
学
校
ト
ス

塞
入
金
嚢
賢

関
シ
テ
盆
２
三

依
ル
」

５
ｏ
２７
台
湾
公
立
女
平
嵩
曇
善
暑
一学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
響
爵
苓
”二
五
）。

６
ｏ
ｌ
台
湾
総
督
府
評
議
会
官
制

（勅
令
二
四

一
）。

「第
二
条
　
一評
議
会
ハ
会
長

一
人
、
副
会
長

一
人
及
会
員
二
十
五
人
以
内
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

第
二
条
　
会^
長
ハ
台
湾
総
督
、
副
会
長
ハ
台
湾
総
督
府
総
務
長
官
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ

会
員
ハ
台
湾
総
督
府
部
内
高
等
官
及
台
湾
二
居
住
ス
ル
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
台
湾
総
督
之
ヲ
命
ス
」

６
ｏ
６

［朝
鮮
］
歯
科
医
雨
鞘
一則
改
正

（朝
鮮
肇
響
詩
答
ド一
一六
）．

６
ｏ
８
本
邦
二
入
国
ス
ル
白
耳
義
国
人
ノ
旅
券
査
証
二
関
ス
ル
件

（内
務
省
秘
九
七
〇
ｏ
関
係
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通

牒
）。
今
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

「自
今
白
耳
義
国
人
入
国
二
際
シ
所
持
ノ
旅
券
二
在
外
帝
国
官
憲
ノ
査
証
ナ
キ
者
ア
リ
ト
ス
ル
モ
他

二
容
疑
ノ
点
無
之

二
於
テ
ハ
特
二
入
国
許
可
相
成
偲
醒
誕
錘

６
ｏ
Ю

［朝
鮮
］
在
内
地
官
費
朝
鮮
学
生
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
四
八
）。

６
ｏ
ｌＯ
日
本
政
府
、
「南
洋
群
島
ノ
統
治
二
関
ス
ル
件
」
を
閣
議
決
定
。
今
日
本
外
交
文
書
』
大
二
十
年
二
冊
上
し

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

本
邦
白
耳
義
国
代
理
公
使

ヨ
リ
通
牒

（外
務

省
告
示

一
八
）
。

「
白
耳
義
国

二
入
国
又

ハ
同
国
通
過

ノ
タ
メ
必

要
ト
セ
シ
旅
券

ノ
査

証
手

続

ハ
本

年

四
月

一
日
以
降
本
邦
人

二
対

シ
免

除

セ

ラ

ル
但

シ
同
国

ノ
国
境

及
内
地

二
於

テ
官

憲

ヨ
リ

旅
券

ノ
提
示

ヲ
請
求

セ

ラ

ル

ヘ
キ

ニ
由

リ

自
国
政
府
発
給

ノ
正
規
旅

券

ヲ
携

帯

ス
ル

コ
ト

ハ
必
要

ナ

ル
旨
本
国

政
府

ノ
通
知

ニ

基

ク
趣

ヲ
以

テ
今
般

在
本

邦
白

耳

義

国
代

理
公
使

ヨ
リ
通
牒

二
接

セ
リ
」

二七
五



法
経
研
究

四

四
巻

三
号

２

九
九

五
年

）

６
ｏ
ｌ３
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
勤
勉
手
当
支
給
規
則

（朝
鮮
総
督
府
訓
令

〓
一》
。

６
●
１６
台
湾
小
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
四
四
）。

「第

一
条
　
小^
学
校
ハ
内
地
人
ノ
児
童
フ
教
育
ス
ル
所
ト
ス
」

６
ｏ
２。
台
湾
所
狙
纂
Ｔ
ｒ
堅
止

（律
令
四
ヽ

６
ｏ
２。

［台
湾
］
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
を
廃
止

（律
令
七
）。

６
ｏ
２３
共
通
法
第
二
条
の
規
定
及
び
大
正

一
〇
年
法
律
第
四
八
号

公
屋
糟
法
改
正
）
は
大
正

一
〇
年
七
月

一
日
よ
り
施
行
す

る

（勅
令

二
八
三
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

６

ｏ
”
旅
順
耐
硝
軍
再
曇
曽
甲
谷
宇
堂
規
則

（
因
塞
質

，
一
五
）
。

「
第

一
条

旅
順
師
範
学
堂
付
属
公
学
堂

（
以
下
単

二
付
属
公
学
堂

卜
称

ス
）

ハ
関
東
州
公
学
堂
規
則
第

一
条

ノ
旨
趣

二
拠

り
児
童

ヲ
教
育

シ
師
範
学
堂
生
徒

ヲ
シ
テ
教
育
実
習

ヲ
為

サ
シ
メ
兼

テ
支
那
人
児
童

二
対

ス
ル
普

通
教

育

ノ
方
法

ヲ
研
究

ス
ル
所
ト
ス
」

６

ｏ
”
関
東
庁
中
学
校
規
則
改
正

（関
東
庁
令
一
一一
し
。

「第

一
条

中
学
校

ハ
男
子

二
須
要
ナ
空
亘
萱
童
理
教
育

ヲ
為

シ
日
本
人

二
対

シ
テ
ハ
特

二
国
民
道
徳

ノ
養
成

ニ
カ

ム

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第

四
条

各
学
科
ロ

ノ
教
授
要
旨
及
程
度

ハ
特

二
定

ム
ル
モ

ノ
ヲ
除

ク

ノ
外
中
学
校
令
施
行
規

則

二
準
拠

ス

ヘ
シ

（略
）

支
那
人

二
課

ス
ヘ
キ
修
身

、
国
語
及
漢
文
、
歴
史
、
地
理
、
法
制
及
経
済

ノ
教
授

要
旨

及
其

ノ
程
度

ハ
関
東

二七
六



長
官
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
学
校
長
之
ヲ
定
ム

第
六
条
第
四
項
ノ
次
二
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

支
那
人
二
対
シ
テ
ハ
関
東
長
官
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
各
学
年
二
於
ケ
ル
各
学
科
ロ
ノ
毎
週
教
授
時
数
ヲ
増
減
シ
テ

課
ス
ル
コ
ト
フ
得
」

６
●
２４
台
湾
公
立
高
等
普
通
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
六

一
）。

６
ｏ
２７
台
湾
公
学
校
規
則
改
正

（台
湾
懸
響
晨
零
撃
】五
）。

７
ｏ
７
朝
鮮
地
方
待
遇
職
員
令
改
正

（勅
令
三
〇
五
）。

７
ｏ
８

［朝
鮮
］
外
国
旅
券
規
則
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
五
七
）。

７
●
９

［朝
鮮
］
朝
鮮
総
督
府
師
範
単
藩
霜
“則

（朝
鮮
総
督
府
令
六
七
）。

「第

一
条
　
朝
鮮
総
督
府
師
範
学
校
ハ
男
子
ニ
シ
テ
小
学
校
教
員
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス

第
四
条

普
通
科
二
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
尋
常
小
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
年
齢
十
二
年
以
上

ニ
シ
テ
之

卜
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ト
ス
」

７
ｏ
９
官
立
学
校
生
徒
学
資
給
与
並
卒
業
者
服
務
規
程

（朝
鮮
総
督
府
令
六
八
）。

「第

一
条

左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ニ
ハ
学
資
ヲ
給
与
ス

一　
朝
鮮
総
督
府
師
範
学
校
生
徒

一
一　
高
等
普
通
学
校
及
女
子
高
等
普
通
学
校
ノ
師
範
科
生
徒

〓
一　
高
等
普
通
学
校
第
四
学
年
又
ハ
女
子
高
等
晋
通
学
校
第
三
学
年
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
高
等
普
通
学
校
又
ハ
女

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

二七
七



法
経

研
究

四
四
巻

三
号

２

九
九

五
年

）

子
高
等
普
通
学
校
ノ
師
範
科
二
入
学
ヲ
希
望
ス
ル
者
ノ
中
特
二
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
」

７
ｏ
９
帝
国
政
府
ハ
独
逸
国
政
府
二
対
ス
ル
通
告
ヲ
以
テ
帝
国
版
図
内
又
ハ
其
ノ
管
治
ス
ル
地
域
内

二
於
ケ
ル
独
逸
財
産

ニ

対
シ
対
独
平
和
条
約
ノ
規
定
ヲ
援
用
シ
之
ヲ
差
押
フ
ル
ノ
権
利
ヲ
勉
棄
シ
タ
リ

（外
務
省
生
日
否

〓
し
。

７
ｏ
ｌ９
台
湾
公
立
高
等
女
学
校
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
八
八
）。

「第

一
条

高
等
女
学
校
全
里
型
人
ノ
女
子
〕一須
要
ナ
ル
高
等
普
渾
塾
肩
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
ロ
的
ト
シ
特

二
国
民
道
徳
ノ

養
成
二
努
メ
婦
徳
ノ
涵
養
二
留
意
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

７
ｏ
ｌ９
台
湾
商
業
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
八
九
）。

「第

一
条

商
業
学
校
ハ
本
島
ノ
内
外
二
於
テ
商
業
二
従
事
セ
ム
ト
ス
ル
内
地
人
ノ
男
子
二
須
要
ナ
ル
教
育
ヲ
為
ス
フ

以
テ
ロ
的
ト
ス
」

７
●
２。
台
湾
工
業
学
校
規
則

（台
湾
総
督
府
令
九
〇
）。

「第

一
条
　
工
業
学
校
ハ
本
島
ノ
内
外
二
於
テ
エ
業
二
従
事
セ
ム
ト
ス
ル
内
地
人
ノ
男
子
二
須
要
ナ
ル
教
育
ヲ
為
ス
フ

以
テ
ロ
的
ト
ス
」

７
●
”
台
湾
総
督
慶
匝
椰
置
彊
冨
受
（ハ学
校
規
則
改
正

分
宣
奮
総
鷲
府
令
を
こ
。

７
ｏ
２。

［台
湾
］
外
国
旅
券
規
則
改
正

（台
湾
総
督
府
令
九
四
）．

７
ｏ
２３

［朝
鮮
］
民
籍
法
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令
九
八
）。

「第
五
条
ノ
ニ
　
申
告
事
件
ノ
本
人
ノ
本
籍
力

一
ノ
府
又
ハ
面
ヨ
リ
他
ノ
府
又
ハ
面
二
転
属
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
申
告

二七
八

７

ｏ
ｌ２
露
領
沿
海
州
浦

潮

斯
徳
地

方
商

工
業

不
振

ノ
タ
メ
沿
海

州

二
入
境

ス

ル
外
国

人

ハ
外

国
旅
券

ノ
外
金

三
百
留
以

上
携
帯

ス
ル

ヲ

要

ス
ル
旨

ノ
命
令

発
布

セ

ラ

レ
タ

ル
趣
在

浦
潮
斯
徳
菊
池
総
領
事

ヨ
リ
報
告

（外
務
省

と口一不
二
一一し
。



ヲ
受
理
シ
タ
ル
府
ヂ
又
ハ
面
長
ハ
民
籍
ノ
記
載
ヲ
為
シ
タ
ル
後
遅
滞
ナ
ク
申
告
書
ノ
一
通
フ
他
ノ
府
テ
又
ハ

面
長
二
送
付
ス
ヘ
シ

第
五
条
ノ
三
　
前
条
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
他
ノ
府
ヂ
又
ハ
面
長
力
民
籍
ノ
記
載
ヲ
為
ス
ヘ
キ
必
要
ア
ル
場
合

二
於
テ

ハ
申
告
ヲ
受
理
シ
タ
ル
府
ヂ
又
ハ
面
長
ハ
遅
滞
ナ
ク
申
告
書
ノ
一
通
ヲ
他
ノ
府
ヂ
又
ハ
面
長
二
送
付
ス
ヘ
シ
」

７
ｏ
２３

［朝
鮮
］
朝
鮮
人
卜
内
地
人
ト
ノ
婚
姻
ノ
民
籍
手
続
二
関
ス
ル
件

（朝
鮮
総
督
府
令
九
九
）。

「第

一
条

朝
鮮
人
卜
内
地
人
ト
カ
朝
鮮
二
於
テ
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
婚
姻
ノ
日
ヨ
リ
十
日
以
内

二
当
事
者
双
方

ヨ
リ
府
ヂ
又
ハ
面
長
二
届
出
ツ
ヘ
シ

第
二
条

婚
姻
グ
届
出
ハ
夫
ノ
本
籍
地
又
ハ
所
在
地
二
於
テ
之
ヲ
為
ス
ヘ
シ
但
だ
期
軒
人
力
女
戸
主
タ
ル
内
地
人
ト

入
夫
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
二
在
リ
テ
ハ
妻
ノ
所
在
地
二
於
テ
之
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
九
条
　
民
籍
法
第
五
条
ノ
ニ
乃
至
第
五
条
ノ
六
ノ
規
定
ハ
婚
姻
又
ハ
離
婚
二
因
り
朝
鮮
ノ
家
ヲ
去
リ
タ
ル
者
及
内

地
ノ
家
ヲ
去
リ
テ
朝
鮮
人
ノ
家
二
入
リ
タ
ル
者
ノ
民
籍
ノ
記
載
手
続
二
付
之
ヲ
準
用
ス

第
十

一
条
　
本
令
施
行
前
朝
鮮
人
卜
内
地
人
ト
ノ
間
二
為
シ
タ
ル
婚
姻
又
ハ
離
婚
ニ
シ
テ
民
籍
法
又
ハ
戸
籍
法

二
従

ヒ
申
告
又
ハ
届
出
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
府
ヂ
又
ハ
面
長
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
二
準
シ
入
籍
、
除
籍
其
ノ

他
４
壬
続
フ
為
ス
ヘ
シ
」

７
●
お

［台
湾
］
州
市
有
給
吏
員
宿
舎
料
支
給
規
則

（台
湾
総
督
府
令

一
〇
八
）。

「第

一
条

州
市
有
給
吏
員
二
宿
舎
料
ヲ
支
給
ス
ル
場
合
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル
但
シ
本
島
人

二
対
シ
テ
ハ
此
ノ

限
二
在
ラ
ス
」

７
ｏ
２３
台
湾
公
立
幼
稚
園
規
則

（台
湾
総
督
府
令

一
〇
九
）。

「第
六
繰

内
地
人
ノ
保
育
ヲ
ロ
的
ト
ス
ル
幼
稚
園
ノ
幼
児
ノ
年
齢
全
二
歳

一
日
ヨ
リ
尋
常
小
学
校

二
入
学
ス
ル
迄
ノ

範
囲
内

二
於

テ
之

ヲ
定

ム
ヘ
シ

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

二七九



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

本
島
人
ノ
保
育
ヲ
ロ
的
ト
ス
ル
幼
稚
園
ノ
幼
児
ノ
年
齢
全
二
歳
一
日
ョ
リ
公
学
校
二
入
学
ス
ル
迄
ノ
範
囲
内

二
於
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

第
七
条

内
地
人
ノ
保
育
ヲ
ロ
的
ト
ス
ル
幼
稚
園
二
本
島
人
ヲ
入
園
セ
シ
メ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
又
ハ
本
島
人
ノ
保
育
ヲ

目
的
ト
ス
ル
幼
稚
園
二
内
地
人
ヲ
入
園
セ
シ
メ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
都
度
園
長
二
於
テ
州
知
事
又

ハ
庁
長

ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」

７
ｏ
２６

［樺
太
］
大
正
七
年
庁
令
第
二
号

（外
国
人
入
国
二
関
ス
ル
件
）
改
正

（樺
太
庁
令
二
七
）。

「前

［第

一
条
第

一
］
項
第

一
号
ノ
旅
券
又
ハ
国
籍
証
明
書
ハ
本
人
ノ
写
真
ヲ
添
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
国
官
憲
ノ

発
給
二
係
り
且
本
邦
上
陸
前

一
年
以
内
二
在
外
帝
国
大
公
使
又
ハ
在
外
帝
国
領
事
官
ノ
査
証
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
」

８
ｏ
５
要
注
意
外
国
人
名
簿
作
成
方
ノ
件

（警
保
局
外
発
六
四
ｏ
各
庁
府
県
長
官
宛
警
保
局
長
通
牒
）。
合
外
事
警
察
関
係
例

規
集
し

８
ｏ
８
日
本
及
び
他
国
を
列
記
し
た
旅
券
を
有
す
る
米
国
人
が
日
本
渡
航
前
に
他
国
へ
行
く
場
合
で
も
、
原
則
と
し
て
あ
ら
か

じ
め
米
国
駐
在
の
日
本
外
交
官
も
し
く
は
領
事
官
の
査
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（警
保
局
外
閣
七
八
八

・
外
務

省
通
商
局
長
宛
警
保
局
長
回
答
）。
合
外
事
警
察
関
係
例
規
集
し

８
ｏ
９
帝
国
卜
洪
牙
利
国
ト
ノ
間
二
設
置
ス
ル
混
合
仲
裁
裁
判
所
二
関
ス
ル
件

（勅
令
三
七
五
）。

８
●
９
同
盟
国
及
連
合
国
卜
洪
牙
利
国
ト
ノ
平
和
条
約
二
依
ル
財
産
処
理
二
関
ス
ル
件

（勅
令
三
七
六
）。

８
ｏ
９
混
合
仲
裁
裁
判
所
ノ
嘱
託
二
因
り
司
法
裁
判
所
ノ
為
ス
法
律
上
ノ
補
助
二
関
ス
ル
件
改
正

（勅
令
三
七
七
）。

二八〇

８

ｏ
ｌ
露
領
沿
海
州

二
入
境

ス
ル
外

国
人

ハ
提

示

金

ヲ
携
帯

ス
ル

ヲ
要

ス
ル
旨

公
表

セ

ル
ト

コ
ロ
実
施

ヲ
延
期

セ
ル
由

通
知

ア
リ

タ

ル

趣
在
同
地
渡
辺
総
領
事
代
理

ヨ
リ
電
報

（外

務
省
生
日
否

一五
）
。



８
◆
１８
王
世
子

［李
根
］
ノ
系
嗣
二
殿
下
ノ
敬
称
ヲ
用
ヒ
シ
ム

（詔
書
）。

８
●
３。
日
本
パ
ラ
グ
ア
イ
通
商
条
約

（条
約
四
）。

９
ｏ
ｌ２
台
湾
地
方
待
遇
職
員
令

（勅
令
四
〇
六
）。

１０
●
３
支
那
人
労
働
従
事
二
関
ス
ル
件

（警
保
局
外
京

一
〇
七
・
京
都
府
知
事
宛
誓
保
局
長
通
牒
）。
合
外
事
警
察
関
係
例
規

集
し

コ
自
動
車
運
転
手
を
志
願
す
る
京
都
府
下
在
住
中
国
人
は
］
明
治
三
十
二
年
七
月
二
十
八
日
内
務
省
令
第
四
十
二
号
第

二
条
二
所
謂
運
搬
二
関
ス
ル
労
働
二
従
事
ス
ル
者
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ

［不
許
可
の
］
取
扱
酒
繹
害
置

Ю

●
６

露

芙

』

土
△

戸
口
届
出
規
則

金
壼

奎

質

≡

一五
）
。

「
第

一
条
　
・本
島

二
居
住

ス
ル
ア
イ
ヌ
、
ニ
ク
プ

ン
、
オ

ロ

場
合

二
該
当

ス
ル
ト
キ

ハ
速

二
之

ヲ
届
出

ツ
ヘ
シ

一　

出
生

ツ
コ
、
キ
ー
リ
ン
、
サ
ン
ダ

ー
等

ノ
土
人

ニ
シ
テ
左

記

ノ

一
一　
死
亡
又
ハ
所
在
不
明

〓
一　
結
婚
、
離
婚
、
養
子
縁
組
又
ハ
離
縁

四
　
家
長
相
続

１０
ｏ
Ｈ
府
県
塾
星
動
規

則

釜
苓

四

〓
し
。

「第

一
条

戸
数
割
ハ
〓
戸
ヲ
構
フ
ル
者
二
之
ヲ
賦
課
ス

一Ｆ
駆
割
ハ
一
戸
ヲ
構
ヘ
サ
ル
モ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者
二
之
ヲ
賦
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

五
　
転
居

一ハ

層

七

　

一
家
創
立

八
　
改
氏
名
」

ノヽ



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

１０
・
１１
日
填
混
合
仲
裁
裁
判
所
手
続
準
則

（外
務
省
生
日
否
壬
じ
。

■
．
２４
朝
鮮
民
事
令
改
正

（制
令

一
四
）。

「第
十

一
条

朝
鮮
人
ノ
親
族
及
相
続
二
関
シ
テ
ハ
第

一
条
ノ
法
律
二
依
ラ
ス
慣
習
二
依
ル
但
シ
親
権
、
後
見
、
保
佐

人
及
無
能
力
者
ノ
為
二
設
ク
ヘ
キ
親
族
会
二
関
ス
ル
規
定
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」

１．
。
３。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
二
関
ス
ル
署
名
議
定
書

（条
約
一〇
。

・２
ｏ
６

［朝
鮮
］
民
籍
法
改
正

（朝
鮮
総
督
府
令

一
五
〇
）。

・２
・
６

［朝
鮮
］
民
籍
法
執
行
心
得
改
正

（朝
鮮
総
督
府
訓
令
六

一
）。

・２
ｏ
・４

［朝
鮮
］
弁
護
士
規
則
改
正

（制
令

一
五
）。

「第

一
条
第

一
項
第
二
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

一
一　
日
本
臣
民
タ
ル
年
齢
二
十
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
朝
鮮
弁
護
士
試
験
二
合
格
シ
タ
ル
者

第
二
十
九
条
中

『
朝
鮮
人
弁
護
士
試
験
』
ヲ

コ
勁
群
弁
護
士
試
験
』
二
改
ム
」

・２
ｏ
・４
朝
鮮
弁
護
士
試
験
規
則

（朝
鮮
総
督
府
令

一
五
三
）。

・２
ｏ
・４
大
連
及
旅
順
市
規
則
改
正

（関
東
庁
令
七
〇
）。

「第
六
条

大
連
市
会
議
員
定
数
中
半
数
ハ
別
二
定
ム
ル
規
定
二
依
り
之
ヲ
選
挙
シ
半
数
ハ
其
ノ
市
内
二
居
住
ノ
学
識
、

名
望
ア
ル
者
二
就
キ
民
政
署
長
之
ヲ
選
任
ス

旅
順
市
会
議
員
定
数
中
半
数
ハ
其
ノ
市
二
居
住
シ
学
識
、
名
望
ア
ル
者
二
就
キ
民
政
署
長
之
ヲ
選
任
シ
半
数

一一全

■

・
・２

ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
開
催

（～

２

ｏ
２

ｏ
６
）
。

■

ｏ
・５
瑞
西
国
政
府

二
於

テ
同
国

入
国

ノ
外

国
人

二
対

シ
新

二
特

別
査

証

ノ
制

度

ヲ
設

ケ
実

施

セ
ル
旨
在
瑞
西
有
吉
公
使

ヨ
リ
報
告

（外

務
省
生
日
否

二
七
）
。

コ

、
特
別
査
証

ハ
旅
行
者

二
限

ラ
レ
居
住

、

被
備
又

ハ
独
立

且
継

続

的
職

業

二
従
事

ス
ル
ロ
的

ノ
為

メ
入
国

セ
ム
ト

ス
ル
者

二
適
用

セ
ス

三
、
特
別
査
証

ハ
外
国

二
於

ケ

ル
瑞
西
公
使

館
及
領
事

官
若

ハ
各
連

邦

政
府

二
於

テ

之

ヲ
行

フ
」

■

。
２５
皇
太
子
裕
仁

、
摂
政
と
な

る

（
詔
書

）
。



ハ
其
ノ
市
二
居
住
ス
ル
者
二
就
キ
民
政
署
長
ノ
選
任
シ
タ
ル
議
員
之
ヲ
選
挙
ス
」

・２
ｏ
・４
大
連
市
会
議
員
選
挙
規
則

（関
東
庁
令
七

一
）。

「第

一
条
　
市
二
居
住
シ
左
ノ
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
者
ハ
選
挙
権
ヲ
有
ス

（略
）

一　
帝
国
臣
民
タ
ル
男
子
ニ
シ
テ
年
齢
二
十
五
年
以
上
ノ
者

一
一　
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者

〓
一　
一
年
以
一杢
史
量
戸
別
割
年
額
五
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
者
」

・２
・
・５
外
務
省
、
「
日
米
両
国
間
二
於
ケ
ル

『
ヤ
ッ
プ
』
等
及
赤
道
以
北
委
任
統
治
地
域
二
関
ス
ル
協
定
要
領
」
を
公
表
。
〈

『
日
本
外
交
文
書
』
大
二
十
年
二
冊
上
し

・２
ｏ
・６
特
許
法
施
行
令

（勅
令
四
六
〇
）。

・２
ｏ
・６
特
許
登
録
令
改
正

（勅
令
四
六

一
）。

・２
ｏ
・６
弁
理
士
法
施
行
令

（勅
令
四
六
六
）。

・２
・
２４
南
洋
諸
島
住
民
の
国
籍
問
題
に
関
し
て
は
な
お
法
理
上
議
論
の
余
地
が
あ
る
た
め
決
定
は
後
日
に
留
保
し
、
さ
し
あ

た
り

「所
属
民
」
と
称
し
、
当
該
住
民
の
実
際
上
の
取
扱
は
委
任
統
治
条
項
の
範
囲
内
で
原
則
上
帝
国
臣
民
に
準
ず

る
も
の
と
す
る

（内
閣
総
理
大
臣
よ
り
外
務
大
臣
宛

喜
理
魔
住
民
ノ
国
籍
二
関
シ
閣
議
決
定
ノ
件
し
。
今
日
本
外

交
文
書
』
大
二
十
年
三
冊
上
巻
）

近
代
外
国
人
関
係
法
令
年
表
（
７
）

二全




